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決算特別委員会会議録 

 

 

開会時間 午前１０時０３分 

                               閉会時間 午後 ４時４７分 
 

日時      平成２５年１１月１１日（月）            

 

場所      第３委員会室  

 

委員出席者   委 員 長  桜本 広樹 

        副委員長  飯島 修 

        委  員  髙野 剛   武川 勉   浅川 力三  望月 勝 

              白壁 賢一  山田 一功  前島 茂松  清水 武則 

              渡辺 英機  山下 政樹  鈴木 幹夫  齋藤 公夫 

早川 浩   木村富貴子  土橋 亨   小越 智子  

 

委員欠席者         な し    

 

説明のため出席した者 

知事政策局長 鷹野 勝己   

知事政策局理事 市川 満  知事政策局次長 深澤 肇   

知事政策局次長（広聴広報課長事務取扱） 茂手木 正人 

知事政策局次長（行政改革推進課長事務取扱） 古屋 金正   

政策参事 弦間 正仁 

秘書課長 若林 一紀  富士山保全推進課長 泉 智徳 

 

企画県民部長 岩波 輝明   

企画県民部理事 小松 万知代  企画県民部次長 伏見 健   

企画県民部次長 相原 繁博  企画課長 一瀬 文昭    

北富士演習場対策課長 関岡 真  情報政策課長 清水 正   

統計調査課長 浅沼 潔  県民生活・男女参画課長 小林 幸子   

消費生活安全課長 古屋 久  生涯学習文化課長 斉藤 進   

国民文化祭課長 樋川 昇 

 

リニア交通局長 小野 浩 

リニア交通局次長 佐藤 佳臣  リニア推進課長 岡 雄二   

交通政策課長 廣瀬 久文 

 

総務部長 前 健一   

総務部防災危機管理監 佐野 芳彦  総務部理事 吉田 泉    

総務部次長 望月 洋一  総務部次長（人事課長事務取扱） 吉原 美幸    

職員厚生課長 渡邊 一男  財政課長 田中 俊郎  税務課長 鷹野 正則 

管財課長 中澤 宏樹  私学文書課長 前嶋 健佐  市町村課長 秋山 剛 

防災危機管理課長 前沢 喜直  消防保安室長 山下 宏 

 
 公営企業管理者 安藤 輝雄  企業局長 松谷 荘一  
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企業理事 西山 学  企業局次長 伊藤 好彦  
企業局総務課長 渡辺 恭男  電気課長 仲山 弘  

 

産業労働部長 矢島 孝雄  
産業労働部理事 高根 明雄  産業労働部次長 小林 明  
産業労働部次長（産業支援課長事務取扱） 平井 敏男  
産業政策課長 石原 啓史  海外展開・成長分野推進室長 櫻井 順一  
商業振興金融課長 立川 弘行  産業集積推進課長 依田 正樹  
労政雇用課長 半田 昭仁  産業人材課長 遠藤 克也  
 
観光部長 堀内 久雄  
観光部理事 青嶋 洋和  観光部次長 赤池 隆広  
観光企画・ブランド推進課長 塚原 稔  観光振興課長 仲田 道弘  
観光資源課長 荒井 洋幸  国際交流課長 佐野 宏  

 
労働委員会事務局長 市川 由美  労働委員会事務局次長 小俣 芳久  
 
議会事務局次長（総務課長事務取扱） 大森 茂男    

 

   出納局次長（会計課長事務取扱） 石原 光広 

 

議題   認第１号  平成２４年度山梨県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定の件 

     認第２号  平成２４年度山梨県公営企業会計歳入歳出決算認定の件 

 

審査の概要   総括審査は、決算状況の質疑とともに、意見がある場合はあわせて発言を願い、

意見書の提出があった委員には、意見書記載の意見とあわせて発言を願った。 

審査の順序は、認第１号議案について午前１０時０３分から午前１２時０３分まで、

知事政策局、企画県民部、リニア交通局、総務部関係、午後３時１８分から午後４

時４７分まで（途中、午後３時２７分から午後３時２９分、午後３時５８分から午

後４時００分、午後４時０２分から午後４時０３分休憩をはさんだ）産業労働部、

観光部、議会、労働委員会関係の総括審査を行った。 

認第２号議案については午後１時３４分から午後２時４２分まで企業局関係の総

括審査を行った。 

 

質 疑 知事政策局・企画県民部・リニア交通局・総務部関係 

（指定管理者制度について） 

髙野委員   ここに書いてあるとおり、指定管理者制度について少し伺いたいと思います。決

算でありますけど、この指定管理者制度の建前も含め、お聞きしたいと思うんです

が、５年例えば指定管理者制度をやっていますね。我々の任期が４年ですので、５

年というと議決しない議員の任期もあり得る気がするんです。それで議決しない場

合はどこでこの指定管理者の問題については審議していくのか、総括的な話で決算

に直接ではないんですけど、その辺が少しわからないから教えてもらいたいと思い

ます。  
 
古屋知事政策局次長 指定管理者制度につきましては、公の施設の管理につきまして、効率的に管

理運営を行ったり、民間事業者等の活力を活用して住民サービスの向上を図るとい

うことで指定管理を導入することとなりました。委員御指摘の５年ということであ
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りますが、まず応募してくる方を確保するということが必要になりますが、指定管

理者として蓄積したノウハウをある程度発揮していただくことや、人材を確保して

事業を実施していただく、それから、施設を管理するための機器のリースというも

のが５年というものが多うございますので、そういうようなことを考慮しまして少

なくとも５年の期間は欲しいということで、多くの県が５年で設定しております。

委員の皆様、また議員の皆様への報告ということになりますが、モニタリングとい

うことを毎年実施しておりまして、施設が適切に運営されているかとか、利用状況

はどうかということにつきまして、毎年度、数字を公表しておりますので、そのよ

うな点で御意見をいただくことは可能かというふうに考えております。  
 
髙野委員   ホームページ等で公表しているから、そこを見てほしいということであれば、そ

の部分の決算は抜きましょうよ、指定管理から。少しそれは乱暴な意見だというふ

うに思うんですが。  
 
古屋知事政策局次長 済みません、それぞれの決算自体はそれぞれの所管課で決算として提出され

ておりますので、そこで御論議いただくことは可能だというふうに考えております。 
 
髙野委員   決算ということですから、数字については認定されなくてもＯＫだという話もあ

るから、あまり決算自体に興味はないんだけど、ただ、せっかくこういう決算特別

委員会という場を設けてやっているんですから、期間が５年がいいのか４年がいい

のかということは、他県がこれをしているから本県もこれをします、他県はこれを

してないから本県もというふうな、曖昧な部分ではなくて、やっぱりもう少し考え

直しをしてもらいたいなと、それだけ言って終わります。  
 

（県庁内のＩＴ各種システム関連の維持管理について） 

浅川委員   提示してあります内容について簡単に的確に答えをしていただきたいと思いま

す。県庁内のＩＴ各種システム関連の維持管理についてお伺いいたします。県庁内

で使用している各種システムの保守管理など、維持管理費は膨大な金額となると思

うが、県庁全体の委託件数及び委託費総額についてはどのくらいでありますか。  
 
清水情報政策課長 各種情報システムの維持管理についてでございますが、平成２４年度の庁内各

種システムの保守管理に係る委託件数は８１件で、委託料の総額は約５億１ ,００
０万円となっております。なお、システムに係る維持管理経費といたしましては保

守管理料以外にも機器のリース料などがございまして、それらも含めますと９６の

システムで総額では約１１億１ ,０００万円が維持管理に係る経費ということにな
ります。  

 
浅川委員   今後、この委託業務がさらに増加し、それに伴い維持管理費も増加することが見

込まれると思いますが、いかがでしょうか。  
 
清水情報政策課長 確かにおっしゃるようにこれまで業務のシステム化ということをかなり進めて

まいりまして、その結果、システムの数もかなりふえてきておりますので、それに

係る委託料とか維持管理経費というのも増加することが見込まれております。  
  以上です。  
 
浅川委員   システムの見直しとか、それから、統合や発注方法の検討なども行い維持管理費

の縮減を図るなど、何らかの方法をとっているのですか。または、これからとろう

としているんですか。  
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清水情報政策課長 ただいまの維持管理経費への増加への対応策ということでございますが、維持

管理に係る経費を抑制するための方策の１つとしましては、類似のシステムの統合

ですとか、機器の統合といったことが有効でございます。このため、現在、情報シ

ステムの状況を把握するための調査を行っておりまして、この調査結果を踏まえま

して、類似システムの統合ですとか、サーバーの統合など必要な方策を取りまとめ

まして、今年度中に情報システムの最適化計画というものを策定することとしてお

ります。また、発注の方法につきましても競争性を高めるために、調達の前に仕様

書ですとか、契約方法等を情報政策課で確認するなど、より一層効率的な調達がで

きる方策につきまして、あわせて検討を行っているところでございます。  
 
浅川委員   こことは少し違うと思いますが、実は中央病院でカルテに関するオーダリングシ

ステムのときに、５年間ぐらいで膨大な見直しをしたこともありますので、今後、

自分たち独自で職員を養成したり、改革を図っていく必要があると思います。特に、

委託でなく、できるだけ職員の養成をしていくことが大切だと思いますが、いかが

でしょうか。  
 
清水情報政策課長 ただいまの情報システムに精通した職員の養成についての御意見でございます

けれども、情報システムに関連する業務を行うに当たりましては、やはり専門的知

識と技術の習得ということが不可欠でございます。このため情報政策課の職員に対

しましては、平素から経験や担当業務に応じましてスキル習得ですとか、キャリア

向上に向けた研修を実施するとともに、システム及びネットワークの運用管理、シ

ステムの調達管理、情報セキュリティー等に関するより専門的な研修を実施するな

ど、業務において必要な知識、技術の習得を図っているところでございます。今後

とも最新の技術に対応できるよう、情報システムに精通した職員の養成に努めてま

いるようにしていきます。  
 
浅川委員   委託料というんですか、委託費というんですか、これを極力抑えるためには職員

の養成が大変肝要だと思いますが、この辺の比率については今後どのように進めて

いくのか、そこだけ最後１点お聞きして終わります。  
 
清水情報政策課長 先ほど申し上げましたように、現在、類似のシステムの統合ですとか、機器の

統合といったようなことにつきまして検討しているところでございまして、経費の

縮減目標といたしましては委託料等の金額を、１０％以上削減したいというふうに

考えております。  
 

（各部局による不用額の対応について） 

望月委員   私はこの意見書の中にある一部分をお願いします。事業の終了や、また入札差金

等の問題もありますが、２４年度の各部局の不用額が相当あるわけです。これは２

３年、２４年もどちらもですけど、まず、不用額に対する部局での対策、検討とい

うものをしているのか、その点をお伺いしたいと思います。  
 
田中財政課長   不用額への対応でございますけれども、なるべく不用額を出さないようにしなけ

ればならないということは当然でございますので、執行段階で使わないと確定した

ものについては、減額補正を適切にかけるということを指導しているところでござ

います。  
 
望月委員   今、財政課長からそういうお話で財源更正、補正を組んでやっているということ
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でございますが、どうもこの状況を見るとまだまだその点が不十分で、不用額を年

度末まで延ばし、不用額にしているという状況が少し見られるんですけど、こうし

た財源、非常に県の財政も厳しい中でこういった財源更正をして有効活用をするよ

うな、そういう方策を検討しているかどうか、その点もう少しお伺いします。  
 
田中財政課長   入札差金など事業の執行段階で不用になったものに関しましては、おっしゃるよ

うにほかの事業の財源として活用ができますので、減額補正をなるべく早い段階で

行うようにし、そして有効に活用していくことが重要と考えております。したがい

まして、不用額を適切に減額補正行うように事業の精査などをこれからしていきた

いと考えております。  
 
望月委員   そういった入札差金、事業終了に対する財源更正、減額補正、そういうものはわ

かるんですけど、特に、各団体への補助金とか、そういうものの県としてのチェッ

クというんですか、そういう予算がしっかり使われているのかどうか、不用額に対

する調査について、お聞きしたいんですが。  
 
田中財政課長   各種団体への補助金でございますけれども、基本的には予算どおり使われている

と思います。ただ、使われてない部分がございますので、それは次の予算、当初予

算を組む段階で前年の決算がどうだったかというのをしっかりと確認をしまして、

そういう不用が出ないようにしていきたいと考えております。  
 
望月委員   そういう説明でございますが、補助しているもので、恐らくそういう団体の事業

で、残ったものもあると思うんですね。県で、そういうものの報告書というものは

団体からとっていますか。  
 
田中財政課長   財政課にはその原本は届いているわけではございませんけれども、それぞれの所

管の各課でそういう報告をとっているというふうに承知をしております。  
 
望月委員   最後にしますけれども、今そういうことで各課にはそういうものが届いていると

いうお話ですが、そういうものもやっぱり財政課のほうで総まとめをして、不用額、

補助金等に対するそうした正当なもの、または不当なもの、そういうもののチェッ

クをする考えはありますか。  
 
田中財政課長   不用額をなるべく縮減するために、そういう報告書などにつきましても今後チェ

ックしていきたいと考えております。  
  以上でございます。  
 
望月委員   最後に、チェックをしっかりとお願いします。終わります。  
 

（未収債権対策について） 

山田委員   それでは、これまで部局審査の際に私は主に不納欠損並びに収入未済額について

一貫して質問してきました。各部・課によってそれぞれ対象とする政策も違うわけ

でありますけど、その過程で不納欠損、収入未済額も含めて、未収債権の実際の取

り組みについて非常に温度差があるというふうに感じましたので、今回、収入未済

額の現状、それから、回収に向けた対策、さらにはその効果についてまずお伺いを

したいと思います。  
 
石原出納局次長   平成２４年度の収入未済額の現状でございますが、私のほうからは県税を除いた
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額についてお答えさせていただきます。一般会計におきましては１２億５ ,０００
万円余が収入未済額となっております。主な内容といたしましては、県営住宅使用

料が４億５００万円余、諸収入が７億７ ,１００万円余となっております。また、
特別会計におきましては３億９ ,０００万円余となっております。この主な内容と
いたしましては母子寡婦福祉資金特別会計が１億４ ,０００万円余、農業改良資金
特別会計が１億４ ,０００万円余となっております。  

  続いて、これまでの収入未済額についての取り組みということですが、平成２３

年度におきまして全庁的な指針となります滞納債権処理方針という基本的なもの

を策定してございます。これに基づきまして平成２４年度に山梨県債権回収及び処

理マニュアルを策定いたしまして、職員に周知徹底を図っております。また、税外

収入未収金に係る権利放棄の判断基準について、債権管理検討委員会において策定

し、これに基づいて未収債権で回収できるもの、回収できないものを振り分けいた

しまして、効率的な債権の回収に努めている一方、職員の意識啓発ということで平

成２４年度から研修会を年２回開いて、未収債権の効率的な回収事務を展開してい

るところでございます。これらの取り組みでどのような成果が出たかということで

ございますが、平成２４年度決算の一般会計の収入未済額は平成２３年度の１２億

８,０００万円余と比較しますと３ ,５００万円余、２ .８％減少し、特別会計では高
度化資金貸付金のこともございましたので合計で１０７億４ ,０００万円余、９６ .
４％減少しております。 

 
山田委員   答えと重複するかもしれませんが、特に大きく分けて税収の部分といわゆる税外

収入未収金ということで、私も平成２４年９月議会でこの部分について、質問して、

そして初めて県議会で議決をしていただいたというふうに承知しておるんですが、

この税外収入未収金は今まで積み重なってきたものが一旦処理されて、多分二千数

百万円だというふうに記憶しているんですが、今後、次に議会上程される金額とい

うのは、現状、どのくらいのところなんでしょうか。  
 
石原出納局次長   未収債権につきましては、今後精査しまして、議会へ提案させていただく予定で

ございますが、まだ具体的には数字は固まってございません。  
以上です。  

 
山田委員   ということで、税外収入未収金の部分についてはお答えをいただいたと私は総括

的に思うんですが、個別には県土整備部のいわゆる県営住宅の部分とかありますの

で、それはその部分で聞くとして、いわゆる税の部分についてはどうですか。  
 
鷹野税務課長   県税収入については税務課のほうからお答えをさせていただきます。２４年度末

の収入未済額は２８億１,０００万円余で、前年に比べまして３億６ ,０００万円余、
率にして１１ .４％減少しております。この中には市町村で賦課をお願いをしてお
ります個人県民税が含まれておりますので、県税事務所で直接徴収しております個

人県民税を除く税目につきまして、ここでは御説明させていたきたいと思いますが、

個人県民税以外の税目につきましては、バブルの崩壊以降累増いたしまして、平成

１４年に２８億５ ,０００万円余とピークをつけております。２４年度末決算にお
きましては６億６ ,０００万円余ということで額にして２１億６ ,０００万円、率に
して７５ .７％減少をしているところでございます。これらにつきましては歴代の
担当者のそれぞれの工夫の中で差し押さえの件数をふやしていく、例えば平成の初

めのころであれば電話加入権というものが差し押さえの中心だったわけですが、現

在は預貯金、給与、車のタイヤロック、それから、家宅捜索等も実施する中で縮減

に努めてきたものでございまして、今後とも早期の滞納処理によって縮減に努めて
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いく所存でございます。 
  以上でございます。  
 
山田委員   その税務に関してですが、例えば横浜市の林市長からこの間お話を聞いたのです

が、あの大都市において約９８％市民税を徴収している実績であったということで

ありました。あわせて県あるいは市町村も非常に個人の住民税の徴収も含めて、事

業税も含めてですけれども、強化する必要があるんですが、滞納者以外のいわゆる

第二次的な納税義務者に当たる部分について運用がちょっと厳しいというか、やは

り納税者本人には非常に厳しくする必要があるけど、法律で決まっているとはいえ、

その補助的に上がってくる部分について、ちょっと厳しいんじゃないかという意見

を私も聞いたり、市民の反応も聞いているんですが、それについて県はどのように

指導してきたんでしょうか。  
 
鷹野税務課長   第二次納税義務の適用につきまして、本人以外からの徴収といたしましてはまず

一義的には、個人の場合ですと相続人、それから、法人の場合だと承継した法人等

へしております。今、御指摘いただきました第二次納税義務につきましては、滞納

者から特別な利益を受けている者に対してということで認定しておりますので、当

然、県税としては追求していきたいと考えております。ただ、御指摘にありますよ

うに随分前に引き受けた贈与みたいなものでかけられるのはいかがかという議論

ももちろんあるやには聞いておりますが、１０年も２０年も前のものではございま

せんので、やはり一定の期間そういったものがあったものについては、現実には追

求していく必要があるかと考えております。  
 
山田委員   税務に関しては最後にしますが、わかりやすく言うと催促状や督促状になるわけ

ですけど、その際の添付する文書も非常に「滞納者は」とか、税務課長だったらお

わかりになると思いますが、国税通則法の条文をそのまま持ってくるとか、やはり

住民税に対しては地方税の規定をもってすべきであって、国税徴収法の規定はあく

まで国税準用でありますので、その部分の配慮が私は今まで欠けていたというふう

に思いますので、そのことのお答えをいただいて、税務に関しては最後といたしま

す。  
 
鷹野税務課長   委員御指摘のとおりで国税徴収法の規定を地方税法は準用しておりまして、例え

ば自動車税の滞納処分については「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」と

いうような書き方がしてありまして、１人の方が自動車税のみの滞納の場合ですと

比較的簡単なんですが、自動車税も滞納している、個人事業税も滞納しているとい

うことになると幾つも書かなければならない。汎用的になかなか書きにくいという

ことで、そういった国税徴収法の規定のみを記載した時代が県でもございました。

県のほうではやはりそういった御指摘を受けまして、若干煩雑ではございますが、

該当の条文については記載するように努めております。また、市町村のほうでまた

そういった相談があった場合については、なるべく各税目ごとの規定を明記するよ

うにという指導はしておりますので御承知いただきたいと思います。 
 

（指定管理者制度について） 

山田委員   次の質問に移ります。指定管理の件で髙野委員が、今、質問を幾つかしたんです

が、この９月の議会で私も質問したように、例えば美術館の関係で４４の県が県立

の美術館を持っている中で２８の県が直営でやっているということを既に質問し

たところでありますが、してない県、つまり、例えば美術館を例として美術館ばか

りを悪く言うわけではないんですが、必ずしも指定管理がいいからといって現状の
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現場の把握とかが、非常にうまくいってない部分もあります。小泉元総理が民間で

できることは民間というけど、全てがそういうものでもないと思いますので、そこ

の部分について、まず指定管理制度そのものについてお伺いをしたいと思います。 
 
古屋知事政策局次長 委員の御指摘のとおり本県でも直営で運営している施設は当然ございます。

やはり指定管理の適用ができるかどうかということをしっかり見きわめて、指定管

理でやっていくということが重要だと考えております。  
 
山田委員   先ほどのお答えの中にも一部あったんですが、次長のお答え中に委員から、資料

を求められれば出すというような、お話があったんですが、私たちはどこが指定管

理になっているかって、まだ１年生議員であれば全てを掌握してないので、その担

当の委員会には少なくともこれだけの指定管理があって決算が出ましたと。今、会

社法の規定でも決算は公告することになっていますので、ホームページを見ろでは

なくて、せめて委員会にはそういう情報は県のほうから積極的に出していただきた

いと思うんですが、その質問をして終わりたいと思います。  
 
古屋知事政策局次長 先ほど髙野委員、それから、ただいま山田委員から御指摘いただきましたの

で、今後、議員への報告等につきまして、しっかり検討していきたいというふうに

思います。  
 

（平成２４年度一般会計総計について） 

前島委員   ２４年度の決算に当たりまして、一般会計の総計について意見書の提出をさせて

いただきました。まず予算の編成と決算の関係について数点、伺わせていただきた

いと思っています。予算現額が５ ,３８３億余万円に対しまして、歳入額は４ ,７７
８億余万円、歳出額は４ ,６７１億余万円となっております。予算現額から歳出額
を差し引くとその差額は７１１億余万円で予算現額に対して１３％ぐらいの減に

なっている状況ですね。また、予算現額に対しての歳入決算額の差額は６０５億余

万円、歳入決算額に対して歳出の決算差額は１０７億余万円といずれも大きく減と

なっており、過年度等の決算比率と比較して予算編成、予算執行に課題があるので

はないかという私の見方でございます。そのことについてまず御意見を伺いたいと

思います。  
 
田中財政課長   平成２４年度の繰越額が多額になっているという御指摘でございます。昨年度は

１２月補正、また２月補正で国の緊急経済対策に呼応して積極的に予算を計上いた

しました。この公共事業関係のものが翌年度に繰り越された結果、かなり多額の繰

り越しとなっているものでございます。なるべくこういうものは縮減をしていきた

いと考えております。  
  以上でございます。  
 
前島委員   予算を組み立てるという基本は、県政の政策に対して計数的表現をするわけです

から、やっぱり県民の皆さんは予算額ということについて大変な関心を持って見る

わけですね。しかし決算でいくとその差額が随分大きくなって、落ち込んでいたり、

執行率が落ちているという状態でありますと、これは県民の側で見るとこの予算編

成というのは、やや御批判を受ける結果に私はなるんではないかなと思います。そ

れで我々また議会の立場からすれば、非常に真剣に皆さん方の提出予算に対して代

表質問、一般質問含めていろいろと議論をしていくわけですね。それで随分大きな

差があるということになりますと、いわゆる非常に予算そのものに対して形骸的な

印象や、あるいは議会軽視にもつながるような感もするんですね。そういう点で、
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できるだけ予算現額に近づける。予算の組み立て方自身に対しても、実現性のある

編成をしていくということでなければならないと私は思っているんです。いろんな

事情がありますね。それは経済対策だったり、いろんな取り組みが、今、課長が言

うようなこともあると思うんだけれども、いわゆる総括的に総計から見ていくと予

算現額に対して大変な大きな１３％減という決算額だと、かなり早いころからこれ

だけのスタッフが予算編成をしていくわけですから、そういう点でもっと留意をし

て縮めていくという努力を求めたいと思いますが、もう一度少し所見を聞いてみた

いと思います。  
 
田中財政課長   御指摘のとおり予算を編成して事業を執行していく場合には、適切な予算計画で

すとか、予算編成を行っていくことが重要であるということはもちろんでございま

す。その点に関しては今後とも留意をしていきたいと思います。総計から見てしっ

かりとわかりやすいようにということで、今後ともその辺を気をつけてやっていき

たいと思います。  
 
前島委員   次に、翌年度繰越額について、翌年度の繰越額は５４９億余万円で、その傾向も

年々巨額となっているように見えますね。そういう点で執行率の向上が課題のよう

に感じておりますが、この点についてはいかがでしょうか。  
 
田中財政課長   繰越額は年々多くなっているという傾向にございます。なるべく単年度で予算を

執行するということが原則だと思いますので、そこもしっかり気をつけていきたい

と考えております。  
 
前島委員   御承知のように繰り越しについては繰越明許費だとか、それから、継続費に当た

るいわゆる逓次繰越とかありますね、そういう事情のことはそれとして事故繰越な

どというのは、これはいわゆる予算執行中に生じる出来事でありますから、このこ

とについては、執行、取り組みに当たっては相当留意をしていかなくてはならない

課題だと思います。しかもこの事故繰越というのは首長のみが判断をして行われる

非常に重要な予算編成の課題、執行の課題になっているわけで、安易に繰り越しと

いうようなことについては十分意識改革をなさって、取り組まれることが望ましい

のではないかという感じがしておりますが、御所見を承りたいと思います。  
 
田中財政課長   繰越額の中で事故繰越につきましては、おっしゃるとおり議会の議決を経ずに繰

り越しを行うということになります。これはもちろんなるべく少なくしていかなけ

ればいけないと思います。スケジュールの管理をしっかりして議会の議決をいただ

く繰越明許費に計上するように、そういう取り組みをしていきたいと考えておりま

す。  
 
委員長   前島委員に申し上げます。本日は各委員より多数の意見書が提出されております

ので、質問は簡潔にお願いいたします。  
 
前島委員   最低限のお話をしているので、余り即決で注意をしないようにお願いいたします。 
  次に、不用額１６１億余万円について予算の執行に留意をされたい。一般会計の

原則は単年度収支決算ということですから、予算額と予算執行額に大きな差が生じ

ないようにということを先ほど申し上げたんですが、不用額に対する取り組みにつ

いてお話をいただいて、次に移らせていただきたいと思います。  
 
田中財政課長   不用額につきましても、まずは予算見積りをしっかりやって不用が出ないように
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するということと、あと適切に減額補正を行いまして、なるべく少なくなるような

努力をしていきたいと考えております。  
 

（県税収入について） 

前島委員   次に、県税収入につきまして伺いたいと思っています。県税収入は予算現額を上

回った調定額となっておりますけれども、県税未済額と不納欠損額を合わせると３

２億余万円で依然多額でございます。未済額については過去５年間を見ておりまし

て、大分努力をされているということでありますが、依然として未済額の中で現在

４億余万円の欠損額が出ているわけですね。こういうことを考えますと、未済額に

ついては今後やっぱり心配されるのは欠損額につながっていくものだけに、今後、

この問題についてはさらに努力をして、その努力の方法としては、現在、本年度で

設置期限となり、終わることとなっている市町村との滞納整理機構についても、市

町村も県と一緒にこれを延長してやりたいという要望が出されているようであり

ますので、そういう要望に応えながら引き続きお互いに相乗効果が上がるような努

力をして取り組まれたいというふうに思います。なお、自主財源の核である県税収

入中の法人二税について、企業撤退だとか、企業の閉鎖等が今非常に懸念をされ、

法人二税の悪環境が心配されているところでありますので、そのことを含めて今後

の取り組みについて御所見を伺いたいと思っています。  
 
鷹野税務課長   今、前島委員から御質問いただいた件でございますが、県税の今年の滞納繰越額

は先ほども御説明させていただきましたように２８億１ ,０００万円余ということ
で、前年に比べて３億６ ,０００万円余減少しております。全体で見た場合の滞納
額のピークは平成２０年、４２億７ ,０００万円余ということで、２０年度に比べ
ますと１４億５ ,０００万円、率にして３４ .１％減をしているところでございます。
また、今、御指摘いただきました個人県民税の関係でありますと、２１年度決算が

ピークでございまして２４億９、０００万円余、ことし２１億５ ,０００万円とい
うことで３億３ ,０００万円、１３ .６％減少しております。これは、今、御指摘い
ただきました地方税滞納整理推進機構の成果の１つと考えておりまして、私どもと

しても市町村の要望も受けたところで、今後のあり方について検討しているところ

でございます。  
  また、法人二税の税収悪化でございますが、御指摘のように企業撤退、閉鎖など

とあわせまして法人に対する実効税率の引き下げ議論等もございまして、税務当局

としても減収を懸念しているところでございます。また、県といたしましては法人

二税に限らず、課税したものを確実に徴収するということで税収の確保を引き続き

図っていくというふうなことは考えております。現在、国が推進している大胆な金

融緩和や財政政策、民間投資を喚起する成長戦略等によりまして、本県の経済も活

性化をし、税収がふえることを期待しているところでございます。  
  以上でございます。  
 
前島委員   非常に県税収入に占める法人二税の役割は大きいわけです。特に閉鎖だとか撤退

をする流れは製造業なんですね。製造業が撤退をしていくということは深刻な課題

であるわけですから、そういう点で今後そういう対策を含めて税収の確保対策を検

討してもらいたいと思っています。そのことで何か御所見があったら先に聞きます

がよろしゅうございますか。  
 
鷹野税務課長   税務当局といたしましては、やはり制度にのっとった賦課・徴収ということでご

ざいますので、特段何か手を打つということはなかなか難しいのでございますが、

先ほども申し上げたように国等の政策が有効に機能することを私どもは期待して
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おるところでございます。  
  以上です。  
 

（県債について） 

前島委員   最後に、県債について少し所見を伺いたいと思っております。県債残高は依然高

い水準にございます。一般会計で９ ,９８５億余万円、特別会計・企業会計合わせ
ますと１兆３６９億余万円の巨額になっております。この内訳を見ると国が交付す

べき臨時財政対策債等々が含まれていますけれども、県債はやっぱり県債で借金で

ございますので、常に危機意識を持って財政硬直化を防ぐ財政運営に意を注いでい

かなければいけないんではないかというふうに強く感じています。その点について

伺いたいと思います。  
 
田中財政課長   御指摘のように臨財債による残高は近年累増をしておりますけれども、これにつ

きましてはまず国に対して臨財債の廃止・縮減をすることを、これは県債が累積を

しているという危機意識を持ってしっかり要望していきたいと考えております。こ

うしたことで財政の硬直化を防ぐように努力をしてまいりたいと考えております。 
 
前島委員   特にこれからの県の財政運営に当たって見せていただきまして、実質収支比率、

それから、経常収支比率、公債負担比率、それから、財政力指数等々が非常に課題

であり、恐らく類似県に比べてどうかという我々は非常に心配をしているわけでご

ざいます。特に経常収支比率は普通大体７０～８０％ぐらいのところが望ましいと

されている中で、本県の場合はそれをもうはるかに上回っている状況でございます

し、財政力指数についてもかなり低い財政力の状況であります。そういう公債の関

係についても３カ年を平均してみても大変な状況にあることも事実で、１６％台に

あるということです。そういうようなことを含めて、今後の対策と財政運営につい

てまとめの御意見を聞いて終わりたいと思います。  
 
田中財政課長   公債費負担比率ですとか、経常収支比率につきましても近年比率が上昇しており

ます。これは主に義務的経費がふえて歳出がふえる一方で、一般財源が伸びないと

いうことによるものでございます。歳出のほうは社会保障関係経費などの増があり

まして、なかなかコントロールが難しいですけれども、これを補う歳入の税収の部

分をしっかり確保しまして、財政の弾力性を高めるようにしていきたいと考えてお

ります。  
 

（財政運営について） 

清水委員   本県の財政運営についてお聞きします。９月の定例会で行いました平成２４年度

決算に基づく本県の財政健全化比率ですが、全ての指標について国が定めた健全化

の基準を下回っているとのことでありました。この健全化比率は平成１８年度の夕

張市の財政破綻を受けて、このような事態が二度と起こらないように設けられたも

のでありますが、本県においてこのような事態が決して起こらないよう願うばかり

であり、とりあえず一安心というところでございますが、しかし私は平成２３年９

月の議会の代表質問でも取り上げたところでありますが、実質公債費比率だけでは

他の指標と違い安心ばかりはしていけないわけであります。指標の中身をつぶさに

見ますと赤字比率・資金不足比率は、そもそも赤字や資金不足がありませんので今

のところ問題はなさそうです。将来負担比率は早期健全化基準が４００％に対し２

１６ .７％と、まだ大きな開きがございます。他の指標は早期健全化基準から大き
く下回っている一方、実質公債費比率は早期健全化基準が２５％、本県が１６ .６％
で将来は届きそうな感じがしないでもありません。実質公債費比率の制度について
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は毎年比率が上がっていますので、平成２４年度の比率を注目しておりますが、前

年度に比べて０ .２ポイント改善しておりますが、まずは０ .２ポイント改善した要
因についてお尋ねいたします。  

 
田中財政課長   御質問の実質公債費比率につきましては、これは３カ年の平均で算出をいたしま

すけれども、平成２４年度の単年度の比率については、臨財債以外の元利償還金が

前年度よりも減ったということによりまして、平成２３年度、前年度の単年度と比

べまして０ .４ポイントの改善となっております。その結果３カ年平均で０ .２ポイ
ントの改善となっております。  

 
清水委員   これは実際の公債の比率は３年度分の平均で算出されるものであります。確かに

もととなる単年度の数値も平成２２年度が１６ .９％、平成２３年度が１６ .８％、
そして平成２４年度が１６ .４％と年々改善はしていますが、その前の３カ年は悪
化の一途をたどっておりますが、県債の償還額が堅実に減っていることから数値が

改善したということだろうと思います。しかしながら、過去には経済対策のために

投資的事業を多く行ってきておりますから、また、昨年度の２月議会では同じく経

済対策として過去最大規模の３４１億円余の公共事業の予算を計上していますの

で、そのために発行した県債の償還が今後じわじわと比率に影響するのではないか

と懸念しております。このまま比率が落ちるとは思いませんので、今後、地方債の

発行に許可が必要となる１８％に近づく、または超えるという懸念はあるのかを含

めて、実際の公債比率の今後の見込みについてお尋ねをいたします。 
 
田中財政課長   通常の県債の元利償還金につきましては、平成１０年度台の前半に経済対策をか

なりやったという影響がございまして、今後も多額の県債の償還が生じる見込みで

ございます。その結果、実質公債費比率はしばらく高い値で推移をした後に、平成

２８年度、２９年度くらいをピークに低下をしていくというふうに見込んでおりま

す。なお、その２８年度、２９年度においても地方債の発行に国の許可が必要とな

ります１８％は超えないものと考えております。  
  以上でございます。  
 
清水委員   お答えのように実質公債費比率についてはぜひ１８％を超えないような管理を

してほしいと思います。公債比率にかわって将来の県民負担となる債務保証などを

含めた県全体における県債等残高の話をいたします。横内知事は就任以来、将来の

県民負担を軽減したいとの考えから県債等残高の削減に鋭意取り組んでおられま

した。その結果、１期目の４年間では５８１億円の削減を達成され、２期目の現在

は第二次チャレンジ山梨行動計画において、さらに県債等残高を６００億円削減す

る計画を立てて行財政改革に取り組んでおられます。その進捗状況は毎年公表され

ており、平成２４年度の状況について臨時財政対策債等を除く県債残高は、平成２

２年度のスタート時８ ,０５０億円から４９４億円減って７ ,５５６億円と目標の８
２ .３％に進んでいるところでございます。目標期間があと２カ年であることを考
えますと、順調に進んでいるのではないかと思われる一方、目標達成に向けて気を

引き締めていただきたいところでございますが、これまでの取り組みと目標達成の

見込みにつきまして最後の質問をいたします。 
 
田中財政課長   臨財債を除きました県債等残高の削減につきましては、平成２２年度末の８ ,０

５０億円から２６年度末までに７ ,４５０億円へ、おおむね６００億円を削減する
という計画で取り組んでおります。県債等残高は平成２４年度末で７ ,５５６億円
でございますけれども、平成２６年度末までには６００億円削減という目標を達成
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できるものと考えております。  
  以上でございます。  
 

（政策課題調査費について） 

渡辺委員   決算説明資料、知の４ページ政策課題調査費について伺います。政策課題調査費

執行額が９１２万５ ,０００円となっておりますけれども、この調査費については
どのような目的でどんな調査を行っているのか、まずお伺いします。 

 
弦間知事政策局政策参事 政策課題調査費についての御質問でございます。政策課題調査費につき

ましては年度中途で発生した県政の諸課題などにつきまして緊急的に調査を行う

必要があるというものについて、その財源として予算計上をしているものでござい

ます。具体的には今後の政策展開に資するために、各行政分野における県政の諸課

題に対する調査、また複数の部局にまたがるもので政策的な調整が必要な事業計画

等について、方向づけを行うための基礎となる調査などを対象としている調査でご

ざいます。  
  以上でございます。  
 
渡辺委員   わかりました。それでは、執行残、非常に不用額が多いということで、５ページ

に５８７万５ ,０００円が計上されておりますけれども、その理由について伺いま
す。  

 
弦間知事政策局政策参事 政策課題調査費の予算につきましては例年枠予算として１ ,５００万円

を計上しております。その執行につきましては各部局から調査を実施したいという

旨の協議を受けまして、知事政策局において内容を精査、あるいは必要な調査につ

いてはその調査費について協議をした結果、各部局に内示をしております。したが

いまして、実際の調査につきましては各部局の担当課に実施をお願いしているとい

うところでございますが、予算執行率につきましては先ほど申し上げました枠予算

ということで計上しておりますので、通常の事業経費と異なりまして、実施するこ

ととなった調査の件数、あるいは金額により執行率が増減することになります。平

成２４年度につきましては１ ,５００万円の予算に対しまして調査件数で３件、執
行額が９１２万５ ,０００円、結果として不用額が５８７万５ ,０００円出ておりま
して、執行率は６０ .８％という状況でございます。  

  以上です。  
 
渡辺委員   今お話のとおり予算の段階でまだ具体的な中身がわかっていないと、しかし決算

のときには全て説明できるわけですから、これは決算特別委員会のときにはしっか

りと説明をお願いしたいと思います。そこで平成２４年度、どのような調査を幾ら

かけてどこで行ったのか教えてください。  
 
弦間知事政策局政策参事 平成２４年度、３件の調査を実施しております。具体的には行政改革推

進課におきまして５２５万円の調査費で総務事務等業務改善に関する調査を実施

しております。また、交通政策課におきまして２８７万７ ,０００円の調査費でＥ
電甲府延長に係る留置線利用可能性調査を実施しております。また、商業振興金融

課におきまして９９万８ ,０００円の調査費で集約型都市構造形成状況調査、以上
３件を実施しております。  

 
渡辺委員   課題調査費の部分で調査の結果をどのように政策に反映していくのかというこ

とが非常に重要な課題であると思いますけれども、先ほど３件の調査が行われたと
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いうことでありましたが、調査の内容、成果、また政策にどのように反映したのか

順番に教えてもらいたいと思います。  
 
古屋知事政策局次長 まず行政改革推進課の部分から御説明いたします。総務事務等の業務改善で

ございます。まず調査の内容でございますが、庁内における事務の簡素化や業務の

効率的な執行を図るため、会計や給与に関する事務など全庁に共通する事務につき

まして業務の改善に取り組むということで、改善に当たりまして専門的な見地から

アドバイスを受ける必要があるということで、コンサルティング会社に委託しまし

て現状調査や情報技術の活用の可能性などについて調査分析を行った上で、改善の

考え方や方向性について提案を受けたところであります。具体的な成果といたしま

しては、提案を踏まえまして、これまでに財務規則等の各種手続の簡略化や、支出

に係る合議区分の簡素化などを実施してまいりました。また、今年度は臨時とか非

常勤職員の賃金報酬の支払事務のシステム化、それから、手当等に係る事例集の作

成などに取り組んでおります。  
 
廣瀬交通政策課長 Ｅ電甲府延長に係る留置線利用可能性調査について御説明申し上げます。県で

はＪＲ中央線の利便性向上とともに定住人口の確保にもつながるよう、県民が県内

に居住しながら東京圏への通勤・通学を可能とする通勤快速列車、いわゆるＥ電の

甲府延長の実現に向けて積極的に取り組んでおります。昨年度は事業主体でありま

すＪＲ東日本との協議を進めるため、政策課題調査費も使いまして車両を甲府駅周

辺にとめ置くための留置線の確保や運行体制構築の検討に必要な調査を行ったと

ころでございます。調査の結果、さらに詳細については検討を深める必要がござい

ますけれども、車両をとめ置くための留置線の確保については可能性がありそうな

こと、また、運行体制の確保に必要な乗務員の休憩施設を駅の構内もしくは付近に

設置できそうなことなどがわかりました。調査結果を踏まえましてＪＲ東日本に対

し早朝の通勤快速列車の実現に向け、運行体制の確立や技術的課題の構築、解消に

向けて検討を要請しており、ＪＲ東日本により検討が進められております。また、

県では県民にとって使いやすい運行ダイヤのあり方、中央線を利用して都内大学へ

の電車通学をするメリットを紹介するなど、利用者の確保に向けた検討を進めてい

るところでございます。 
  以上でございます。  
 
立川商業振興金融課長 商業振興金融課で実施いたしました集約型都市構造形成状況調査について

御説明させていただきます。調査内容といたしましては、集約型都市構造、いわゆ

るコンパクトシティといっておりますけれども、その達成状況ですとか、今後、必

要とされる施策等について、都市機能のうち商業機能の集約のために一体何が必要

かという観点から、甲府駅周辺において商業を営む事業者を対象に現在の事業概要、

それから、コンパクトシティ実現のために必要な事項について調査を実施したもの

であります。成果といたしましては、甲府駅周辺の商業者について、売り上げ、来

店客数、それから、売り場面積、これらが減少傾向にあること、従業員が少人数で

あること、また、駐車場を保有しない店舗が全体の３割に達することなどが調査結

果から確認できたところであります。この調査結果を持ちましてコンパクトシティ

の実現を図る具体的政策の推進にただいま取り組んでいるところでございますけ

れども、具体的には、今、甲府市中心市街地活性化基本計画が次期の計画策定に移

っておりますが、それに対する助言ですとか、全部局で構成しております中心市街

地活性化推進庁内連絡会議で調査結果を情報共有し、各種施策の基礎資料としてい

るところでございます。 
  以上でございます。  
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（食の安全・安心確保対策の推進について） 

渡辺委員   詳細にありがとうございました。  
  続きまして、成果説明書の１０３ページ食の安全・安心確保対策の推進について、

お伺いしたいと思います。平成２４年４月１日に「山梨県食の安全・安心推進条例」

が施行されるとともに「山梨県食の安全・安心推進計画」が策定されまして、食の

安全・安心確保対策の推進のための経費として、平成２４年度では８３７万１ ,０
００円が支出されているところでございますけれども、この安全についての表示や

基準についてどのように消費者、生産者に周知してきたのか、また、食品等の生産

及び供給の確保に寄与したわけですけれども、具体的にどのような事例があるのか

伺います。  
 
古屋消費生活安全課長 食の安全・安心確保のため、県、生産者、食品事業者の責務と役割を明ら

かにするということで、昨年の４月に条例を施行したところです。その周知にあた

りましては、昨年度におきましては民間放送局ＹＢＳとＵＴＹですが、暮らしの情

報という形で、広報を行ったほか、新聞２社への広告掲載などマスメディアを活用

させていただいたりとか、全戸に配布をしております県の広報紙「ふれあい」の特

集号で特集記事を掲載しました。また消費生活情報誌「かいじ号」の特集号も発行

しております。また「食の安全・安心を語る会」、県が委嘱をしております「食品

表示ウォッチャー」の研修会でも説明等をさせていただいております。そのほかに

食品産業協議会ですとか、卸売市場等の会議の際に出張講座を開催させていただく

など、さまざまな媒体や機会を通じまして周知・普及啓発を行っております。平成

２５年度、本年度につきましては引き続きこういうメディアの活用、また、会議を

活用した周知を図るとともに、食品衛生監視指導等を行う各福祉保健事務所、生産

者への普及活動を行う農務事務所と連携をして事業者への情報提供を行っている

ところであります。また本年３月に県のホームページ内に掲載をしております「山

梨食の安全・安心ポータルサイト」を活用して周知を図っているところでございま

す。  
  なお、２４年度のこの食品の安全・安心推進事業費の決算額８３７万１ ,０００

円つきましては、当課に配置をしております管理栄養士の臨時職員２名の賃金等６

４７万６ ,０００円を含めておりますけれども、各地域で日常の買い物を通じまし
て表示等を確認していただきます食品表示ウォッチャー１１８名の報酬等８７万

１ ,０００円、また消費生活情報誌「かいじ号」ですけれども、この発行に要する
経費が４９万６ ,０００円、食の安全・安心審議会の委員報酬が４０万４ ,０００円
ございます。  

  以上でございます。  
 
渡辺委員   食については命にも直結するという大事な問題であるわけで、しっかりとした取

り組みが求められるわけでございますが、消費者庁ではこの食品表示に関する３法

を一元化し、食品の安全性確保及び消費者の適切な商品選択機会を確保した「食品

表示法」を、仮称ですけれども、策定をすると聞いています。食品表示ウォッチャ

ー１１８人の方がいらっしゃるわけですけれども、こうした方々の活用も含めて今

後の取り組みについて伺います。  
 
古屋消費生活安全課長 食品表示につきましては、今、日本農林規格、いわゆるＪＡＳ法ですとか、

食品衛生法、また健康増進法といった３つの法律でそれぞれ食品や加工品等の表示

等が設定されているという形なんですが、本年、国会におきましてこの３つの法律

を極力国民の皆様にわかりやすく、また一元的な基準等に基づいて表示をするとい
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うことで、食品表示一元化法案が本年の国会で成立をして、２年以内に具体的に施

行されるという形で聞いております。現在そういうことで、具体的な表示について、

国の関係省庁が議論を重ねて細かい部分につきまして検討されていると聞いてお

ります。食品の表示に係ることは非常に重要なことでございます。私たちもいろい

ろなことをやっておりますけれども、この一元化法案の具体的な姿がどういう形に

なるかということもしっかり見きわめた上で、委員が今おっしゃられました食品表

示ウォッチャーの研修や、また農務事務所等と連携していろんな小売店、スーパー

等の巡回指導を行っておりますので、その中で食品の表示の確認等を行っていきた

いと考えています。  
  以上でございます。  
 

（ネーミングライツの拡大について） 

山下委員   それでは、主要施策成果説明書の１２７ページの一番下にありますネーミングラ

イツの拡大について伺わせていただきます。今月の地元紙の報道によりますと小瀬

スポーツ公園野球場のネーミングライツのスポンサー企業を募集して、来年３月か

ら命名された名称を使用するとのことであります。実現すれば山梨中銀スタジアム、

そしてまたコラニー文化ホール、シミック八ヶ岳薬用植物園に続くものとなります。

主要成果説明書には「導入等について検討を行った」との記載しかありませんが、

具体的にどのような検討をしたんでしょうか、まずお伺いいたします。  
 
古屋知事政策局次長 具体的には他県のネーミングライツ導入システムの導入状況の調査を行うと

ともに、本県においてどの施設がネーミングライツの対象になり得るのか、また導

入する場合は募集金額、期間等でどのように設定すればいいのかという点について

検討を行いました。  
 
山下委員   去年どうしてもやらなければいけないわけではなくて、導入当初からやっている

ようなことをやっていたんではないかというふうに思いますけれども、安倍政権が

非常に積極的な経済財政運営をやろうとしております。輸出企業を含めて経済が大

分よくなってきている傾向にある中で、ことし富士山の世界遺産、そしてまたリニ

ア中央エクスプレスのルート公表と、本県は非常に注目されている部分があるんじ

ゃないかなと私は個人的に思っています。これからは、県内だけではなくて全国に

向かって、こういうものを売り込んでいくというふうなことも考えられるんではな

いかと思いますが、その点についての検討はされたんでしょうか、お伺いします。 
 
古屋知事政策局次長 検討については従前からもやっておりますが、今回、特にこういう点につい

て一生懸命取り組んでいるということであります。  
 
山下委員   それで、全国的なことはどうなんですか。  
 
古屋知事政策局次長 済みません、対象につきましては県内企業に限定しているわけではございま

せんで、薬用植物園のように県ゆかりの経営者の方が経営している企業など、県に

かかわりの深い企業であることを条件としております。今後も企業の自由な提案、

発想を認める提案募集型のネーミングライツなど、その手法についていろいろ検討

してまいりまして、本県への導入についてよりよいものになるように検討していき

たいと思っております。 
 
山下委員   一生懸命取り組んでいただいているかと思うんです。このネーミングライツにつ

いては、かなりいろいろ今までの議会で指摘をさせていただいておるわけですけれ
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ども、そのときにも少し言わせていただきました。大阪あたりは歩道橋に名前をつ

けたりとか、宮城県や栃木県というのは、県が主催する無料のコンサートに名前を

つける。神奈川県は防災ヘリコプターに名前をつける。愛知県の常滑市や神奈川県

の愛川町は、発電施設などにもネーミングライツをつけているというふうに、非常

にいわゆる野球場だとかそういう施設への固定観念を持たないで行っています。前

もそのことを言ったんだけれども、こちらがいいだろうと思っているものだけでな

くて相手側に一度聞いたらどうなんですか。どういうものがネーミングライツとし

て企業は求めているのか。こっちが何か押しつけがましく企業に対して言うのでは

なくて一度聞けばいいじゃないですか。どういうものだったらおたくはネーミング

ライツをこういう命名権に乗ってきてくれるのか、そういうやっぱり努力というの

が必要じゃないかと思いますけど、今後の努力について伺います。  
 
古屋知事政策局次長 御指摘の点も含めまして、今後はなるべく多くのネーミングライツの対象が

できるように検討を進めてまいりたいと思っております。  
 
山下委員   最後に、ことし東北楽天が優勝したんですけれども、東北楽天のスタジアムとい

うのはいわゆる日本製紙さんがいわゆるクリネックスという名前を使って命名権

をとられて、残念ながらことし撤退するということになっていますね。ですけど、

新潟のアルビレックス新潟は、今度地元企業の素材メーカーなんかに一生懸命当た

って命名権をとられた。そのときに、ただちょっと命名権をとったときに金額だけ

ではなくて、非常にその素材メーカーさんが喜んだというのが、場所を３日間いわ

ゆるただでお貸ししますというふうな、少しおまけというわけではないですけど、

そういうものも少しつけていたというふうなこともありますから、そのあたりも大

いに検討の素材じゃないかと思いますので、大いに今後、皆様方の御努力に期待い

たします。質問は以上です。答弁は結構でございます。  
 

（県財政について） 

齋藤委員   県財政の自主財源比率の件についてお伺いをいたします。この決算審査意見書を

見ましても自主財源比率が若干落ちているということであります。これは繰入金が

減ったということですが、この点まずどんな状況で減ったのか伺います。  
 
田中財政課長   自主財源比率の低下の主な要因でございますけれども、基金からの繰入金の減が

大きくなっておりまして、例えばふるさと雇用とか介護基盤緊急事業の基金ですと

か、緊急雇用の基金といったものが終了しまして、一般会計に対する繰り入れが減

ったというのが主な原因でございます。  
  以上です。  
 
齋藤委員   この自主財源比率を高めるということは、政策を実現していくための基本ですか

ら、補助金とかに頼るのでなく、どうしてもやっぱり高めていかなければならない

と思うんですよ。要素として私は山梨県全体を見ましても企業は撤退していく、法

人税は下がる、固定資産は下がっていく、中小企業の景気は悪くなっていくという

状況があります。このような中で果たして税収を高めていくことにつながるかどう

かということを心配しているわけですが、その点、自主財源比率、収入をふやすた

めの対策というものを何か具体的に考えていらっしゃるのかどうなのか、それをお

聞かせ願います。  
 
田中財政課長   自主財源比率の内訳を見ますと、自主財源の中で一番大きい割合を占めるものは

県税でございますので、先ほどおっしゃったように県税をふやしていくということ
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が重要だと思います。企業の撤退等ございますけれども、産業政策ビジョンを策定

して新たな産業を誘致したり、さまざま取り組みを行っております。また、滞納し

ている税をしっかりいただいたりとか、そういった対策を通じて県税の増を図って

まいりたいと考えております。  
 
齋藤委員   さっき話したように県税税収を高めていくということは、それは企業の問題もそ

うですが、山梨県は年々人口が減っているでしょう。それでやっぱり働く人が少な

くなれば税収も減るんですよ。ですから、もう総合的に景気対策、そして人口対策、

そういうものをしっかりしていかなければ、未収の税金を徴収したって、そんなも

のは自主財源を高めることにはつながらないんですよ。ですから、その辺をもっと

具体的に取り組む姿勢があるのかどうなのかということを、部長に聞きたいと思い

ます。  
 
前総務部長   お答えいたします。県でも人口減対策ということで昨年度から定住の対策、今年

度からは少子化の対策ということで取り組んでおります。引き続き人口減対策につ

いては積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  
  以上でございます。  
 
齋藤委員   これから知事が政策的な仕事をしていくためには、やっぱり自主財源をしっかり

確保して、そして県民のために使ってもらうような施策を行ってもらいたいと思っ

ております。ですから、それをお願いして終わります。県債残高につきましても先

ほど御質問がありましたから了解しましたので終わります。  
  以上です。  
 

（税金滞納による差押えについて） 

小越委員   まず最初に、意見書の不当と認める事項の１番の真ん中にあります税金の滞納の

ことについてお伺いいたします。平成２４年度の滞納整理機構の方針は２５市町村

において徴収猶予、換価猶予、執行停止を実施するとありました。２４自治体で徴

収猶予が２５件、換価猶予２３件、執行停止３ ,２２３件、計３ ,２７１件、滞納整
理機構の方針に基づいてやったんですけれども、これは２３年度に比べてこの徴収

猶予、換価猶予、執行停止はどのような変化があったのでしょうか。 
 
鷹野税務課長   申し訳ありません。機構のほうの実績につきましては決算と直接関係がないと思

っていまして資料を持ってきませんでした。またもし必要があれば後ほどお届けし

たいと思います。  
 
小越委員   この滞納の市町村、それから、執行におきまして適正な執行に努めるべきなんで

すけれども、差し押さえありきの姿勢だけでは徴収率が上がらないと思っています。

そこで差し押さえの件数、機構は３３１件だとお伺いしています。市町村では平成

２１年度から４ ,０００件台が続いています。平成２４年度の差し押さえが４ ,４３
９件ありまして、そのうち貯金の差し押さえが３ ,０７５件であり、大半が預貯金
の差し押さえです。この預貯金の差し押さえの中で２４年度は例えば年金とか、児

童手当、傷病手当など、その目的に応じて出している生活費援助、そういうものを

差し押さえた件数は何件あったでしょうか。  
 
鷹野税務課長   預貯金の差し押さえというのは、あくまでも預金債権を差し押さえているもので

ございまして、その内容について市町村のほうでも把握してないと聞いております

ので、そこに年金がどのくらい入っていたかということについては承知しておりま
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せん。  
 
小越委員   鳥取では児童手当を、それがわずか残高が七十幾らであったにもかかわらず、そ

れを県が差し押さえたことについて地裁が違法判決を出しました。県につきまして

は例えば年金とかのことは把握していないと言いましたけれども、把握をしていた

だきまして、もし年金や児童手当、傷病手当などが差し押さえられた場合には、そ

れを解除するという方向でよろしいでしょうか。  
 
鷹野税務課長   預貯金の差し押さえにつきましては最高裁判決等がございまして、口座に入った

ところで預金債権に変換しているということで処理を進めておりますので、先ほど

も申し上げたとおり内容については把握をしておりません。ただ、これは県税事務

所の取り扱いに限って申し上げます。というのは、市町村では若干変わるかもしれ

ませんので、誤解がないように県税事務所の対応としてお答えをさせていただきま

すが、県税事務所では預金債権等を差し押さえた場合には即日換価等を行なわず、

本人からの申し出があった場合については納税相談等に応じております。また、生

活困窮等が認められた場合につきましては、預金債権の解除等も行う中で滞納整理

を進めております。市町村から相談があった場合についてはそのような指導をして

いると聞いておりますので、私どもとすればそういうふうな対応をとっていると理

解しております。  
 
小越委員   そうは言いましても、市町村の差し押さえのうち預貯金が３ ,０００件を超えて

いるのであれば、既に解除すべきものをしてないということが疑えますので、県税

事務所の内容がそうであれば市町村と一律に足並みをそろえて、生活困窮にかかわ

る場合には預貯金差し押さえは厳にやるべきではないと思います。  
 

（リニアモーターカー新実験線貸付金の返済について） 

  次に、リニアモーターカーの新実験線貸付金の返済についてお伺いいたします。

リニアモーターカー実験線貸付金１３４億円、昨年も１円も返済がありませんでし

た。この協定によれば利子なし、担保なし、もとは１６０億でありましたけれども、

若干捨て場の関係で返ってきましたが、これによりますと営業線開業まで据え置き、

営業線開始後２０年で償還、各年度の償還は営業の収支状況で認定するとあります。

山梨にとってこれほど不当な貸し付けはないと思います。協定によれば「実験線に

おける実験が終了したとき条件を設定する」とありますが、これは２４年なんでし

ょうか。それともいつになるんでしょうか。  
 
岡リニア推進課長 実験がいつ終了するかとのお尋ねかと思いますが、現在の計画では平成２８年

度までとされております。しかしながら、その後におきましても基本計画の変更に

よりまして実験が継続されるのではないかと考えております。  
  以上でございます。  
 
小越委員   この貸付金の保証契約にかかわる協定によれば、全国新幹線鉄道整備法に基づき

運輸大臣から営業主体の指名を受けるとき、この保証契約を山梨県と、それから、

この鉄道総研が保証上契約するとあるんですけれども、昨年度はたしかＪＲ東海が

国から指名を受けたはずであります。ということになりますと、この保証契約の協

定を結ぶべきではなかったかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。  
 
岡リニア推進課長 御指摘のとおり国から営業主体の指名を受けたときには保証契約を結ぶという

協定になっております。それを受けまして、現在、鉄道総研とＪＲ東海、本県の３
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者で保証契約の内容に関する協議を進めているところでございまして、現時点では

まだ保証契約の締結まで至っていないという状況でございます。  
  以上でございます。  
 
小越委員   しかし貸付金額を確認しますと、ＪＲ東海、鉄道総研に山梨県が貸したのであっ

て、それが鉄道総研とＪＲ東海がどうなっていても山梨県は相知りませんというの

は、貸し主とすればそれはどうなっているのかということを聞くべきではないんで

しょうか。どこまで話が進んでいるのか、そして先ほどの実験線の延長があるかも

しれないとなりますと、２８年度より向こうに行くかもしれない。そうしますと、

この１３４億円は無利子でいつ返ってくるのかわからない。それが今後の返還の予

定とかスケジュールはどのように交渉を、去年１回もしなかったんですか。この交

渉というか、お願いとか、どうなっているか問い合わせも含めて。  
 
岡リニア推進課長 保証契約の締結につきましては、御指摘のようにできるだけ早期に保証契約が

締結されるよう、私ども県から鉄道総研やＪＲ東海に何度も出向きまして協議を進

めているところでございます。  
  以上でございます。  
 
委員長   小越委員に申し上げます。総括審査におきましては決算認定の可否を判断するた

めの総括的な質疑とするようお願いいたします。  
 
小越委員   そのことが可否についてかかわりますのでお聞きいたします。  
  ＪＲ東海の社長がリニアでは赤字になると述べていますけど、そうしますと、先

ほどの協定のところに営業収支の状況によって各年度の償還を決めるとあります。

そうしますと、ＪＲ東海の社長が言うように赤字になるとなりますと償還されなく

なる場合もあるんでしょうか。そして、この中には疑義が生じたときには協定を協

議し直すとあるんです。それが昨年、さっき言いましたけれども、営業主体の受け

入れ、指名を受けたんですから、だったら、県が貸している１３４億円を返してく

れるようになぜ言わないんですか。それは去年やるべき仕事じゃなかったんでしょ

うか、疑義が生じているわけですから。この貸付けは無利子ですよ、平成２年から

今まで利子１％ついたとしたら物すごいお金ですよ。これを黙ってただ貸していつ

返ってくるかわからないまま黙っていること自体が私は不当だと思うんです。いか

がでしょう。  
 
岡リニア推進課長 不当な貸し付けではないかとの御指摘でございますが、この貸付金自体平成２

年に承認されました超電動リニア技術開発基本計画の中で定められました資金計

画ですとか、本県の事業者の貸付金協定の内容に沿った正当な貸付金でございます。

それから、全額返済を求めるべきではないかとの御指摘でありますが、冒頭、委員

からも御指摘がありましたように同名貸付金に関する協定におきまして、償還につ

いては営業線開業までは据え置きとすると定めておりますことから、実験が継続さ

れております現時点で償還を考える必要はないものと認識しております。  
  以上でございます。  
 
小越委員   私はこの平成１５年度の監査のところにも載っております「金銭消費貸借契約が

付議されるべき条項からかけ離れたものになっている」と、このような不当に貸し

付けたまま今回も１円も請求しないということは、私はこれは不当な貸し付けであ

り、山梨県としてちゃんとこのお金を返してもらうように、そしてこれが多額の金

額ですから、この県の財政難のときにリニアだからといって、これを実験線もいつ
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までかかるかわからないまま黙っているのは、私は不当だということを指摘してお

きます。  
 

（経済対策による県財政への影響、公共事業の県経済への影響及び県債残高と返済

の見通しについて） 

  次に、税収のことについてお伺いいたします。昨年度の県税収入は当初の見込み

では知事の所信等におきまして、法人二税の回復により実質県税収入は２ .７％ふ
え９６９億円になり、若干改善するとしておりましたけれども、決算では一般会計

の歳入は３ .２％の減、先ほどもお話がありましたが繰入金や国庫の支出金が減っ
たためとしております。ただ、県税の県民税、法人二税とも当初予算に対して合わ

せて１３億円以上少なくなっています。部局審査によれば一部の大きな企業に左右

されて変動があったことだとおっしゃっておりますけれども、例えばこの平成２４

年１０月２６日発行の第１１回市場公募地方債発行団体合同ＩＲ説明会によりま

すと、山梨県は平成２２年度のこの資料ですけれども、実質法人二税は人口１人当

たり多いほうから首都圏等を除きまして２位、全国では８位となっております。こ

の傾向は２４年度も変わらないんでしょうか。 
 
鷹野税務課長   １人当たりの順位についてはまだ全国状況が固まっておりませんので承知をし

ておりませんが、いずれにしても本県の法人二税の１人当たりの税収額というのは

全国でも上位であるものと承知しております。 
 
小越委員   そうだと思うんです。そしてもう一度この資料を読みますと、山梨県は実質県税

は人口１人当たり多くないんです。主要都市の中では低いほうです。だけど、法人

二税は上位である。つまり特定の企業がうまくいったときはすごく税収が上がる。

しかしこの資料にも載っていますけど、リーマンショック以降は順位を落としてい

るわけです。その反対に借金、県債の残高は全体として、平成２４年度は県全体で

１兆３９９億円と聞いております。この借金の額１人当たりはこの資料を見ますと、

平成２２年度は人口１人当たり少ないほうから首都圏で最下位、すなわち一番多い

わけです。そして全国では少ないほうから４２位、多いんですよ。そして地方債残

高、標準財政規模当たり少ないほうから首都圏では最下位、つまり一番多いわけで

すよね。借金がすごく多い県、それは今後も続いていくというふうに考えてよろし

いんでしょうか。  
 
田中財政課長   本県の今後の県債残高の動きと、あと他県の状況を見なければわかりませんので、

今ここでそういう状況にあると言い切ることは難しいと思います。  
  以上です。  
 
小越委員   審査意見書の２２ページに歳出の全体の状況が載っております。それによります

と、土木費の割合は歳出の中で全体１５ .４％、平成２３年度に比べて０ .１ポイン
ト上がっております。昨年度は先ほども御説明がありましたけれども、１２月と２

月に大きな経済対策を行いました。そしてこれはやってみなければわからないかも

しれませんけれども、土木費の割合、２３年度も全国で第２位でした。そして２４

年度は若干ふえています。さらにこの公共事業の積み増しを２月、１２月にやった

としますと、繰り越し分の１５ .４％は入っていないというふうに聞いております
ので、今後、２５年度土木費の割合はもっと上がっていくという見込みでよろしい

んでしょうか。  
 
田中財政課長   繰越分がさらに繰り越される場合もございますので、土木費の割合についても今
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ここで確定的なことは申し上げることはできません。  
 
小越委員   すなわち先ほど言ったみたいに山梨県は法人二税は多いけれども、県税全体の収

入が少なくて借金がすごく１人当たり多い県なんです。それは公共事業によって土

木費の借金がふえている。そして今回もたくさん積んだということになりますと、

ますます１人当たりの借金額は全国でトップクラスになるというふうに私心配し

ているんです。それでお伺いしたいんですけれども、昨年度、経済対策で公共事業

をどんどんやりました。それは繰り越されているんですけど、それが県の税収に法

人二税だけじゃなくて、県全体の所得をふやすためにどのような影響があって、ど

のような効果があったのか教えてください。  
 
弦間知事政策局政策参事 経済対策による公共事業への影響・効果の御質問でございます。国の経

済対策に伴いまして、本県でも２４年度２月の補正予算で３４１億円余の公共事業

費を計上いたしたところでございます。緊急経済対策に伴う公共工事というのは、

昨年度末から早期の事業執行を図っておりまして、山梨県内では本年４月～１０月

までの国・県・市町村が発注した公共工事、これは前年同期に比べまして件数で１

０％、請負金額で１６％増加をしております。また、日銀が１０月２１日に発表し

ました地域経済報告によりますと、山梨県が含まれます関東甲信越地域の景気は緩

やかに回復しているということが示されており、この回復は公共事業の増加が大き

く寄与したというふうに考えております。公共事業につきましては県内全域に多様

な雇用を発生させるなど、建設業就業者の割合が本県は高いわけでございますけれ

ども、一定の経済効果があると考えておりまして、今後も県民の皆さんにとりまし

て必要な事業をしっかり見きわめながら、公共事業の執行をしてまいりたいという

ふうに考えております。 
  以上でございます。  
 
小越委員   今、景気が上向いていると言いましたけれども、帝国データバンクの状況を見ま

すと、また山梨県最下位になったというふうにお聞きしています。先ほど言いまし

たが法人二税の１つの企業がよくなったとしても、全体の県民がどのくらい潤った

かということをしないと、公共事業をやれば景気がよくなるって、今、行かないん

ですよね。逆に公共事業をやって借金だけふやしていくと、あと何年間後、１０年、

２０年後のときに負担がすごくふえるということを念頭に置いて、どのような経済

対策が必要かということを、借金の額、他県と比べて非常に多いと私は思っていま

す。その返済のことも考えて経済対策を打っていくべきであり、公共事業だけやれ

ば景気がよくなるということは間違いだと思います。  
 

（人口定住対策における具体的な施策の決算と成果について） 

  次に行きます。昨年度の知事の主要な政策は３つありました。このうちのここに

かかわるところをまずお聞きしたいと思います。３つあったのは新産業の創出、人

口定住対策、そして甲府市中心市街地の活性化、この３つが平成２４年の知事の所

信表明にありました。そこでお伺いいたします。人口定住対策というのは昨年度ど

のような事業でどんな決算になったのかまずお示しください。  
 
弦間知事政策局政策参事 人口定住の促進につきまして知事政策局のほうから全体的な概要をまず

説明させていただきます。人口の減少というのは地域の活力低下を招く大きな要因

であるということから、全庁挙げて取り組むべき重要課題という位置づけをいたし

まして、平成２４年度に庁内各部局の職員１５名で構成いたしますプロジェクトチ

ームを立ち上げて、人口の社会減に係る調査研究並びに施策の立案、課題の整理な
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どを行ってまいりました。そのうち平成２４年度につきましては、観光部におきま

して二地域居住移住の促進に関する事業を、また産業労働部におきましてＵＩタン

ーン就職の促進に関する事業を、また農政部におきましては移住者も対象として新

規就農者の定着に関する事業などを実施してきております。具体的な施策の状況・

決算等につきましては、それぞれ事業担当の部局のほうの答弁になると思います。 
  以上でございます。  
 
小越委員   各課で１５人で構成してやったというお話がありまして、先ほどのどなたかの質

問の中にも人口減対策を考える検討協議会を開いたとたしかあったと思うんです

けれども、全体の方向としてどういうふうにして社会減を食いとめていくのか、観

光部は観光部、それから、農政部は農政部ではなく、県全体として、知事政策局と

してどういう方向に持っていくのか、どういう人を呼び寄せるのか、いや、とどま

らせるのか、高齢者なのか、若い人なのか、どこからなのかって、そういう考え方、

方向とか方針、そういうものはお考えなんでしょうか。  
 
弦間知事政策局政策参事 ２４年度に設定いたしましたプロジェクトチームというのは、先ほど委

員おっしゃいましたように都会から転入してくる方、移住者をふやすということと、

転出を抑制する、本県から出ていく人を少なくするというふうな両方の観点から社

会減対策ということで、それぞれ部局から担当者に集っていただきまして、知事政

策局が中心になって課題の整理、施策の立案を行ったところでございます。それが

平成２４年度の補正予算あるいは２５年度の新規事業として対応しているところ

でございます。また、もう一方では自然減対策、少子化対策というのがございます

が、これは今年度企画県民部の理事を中心に担当部局をまじえた会議をしておりま

して、社会減対策と自然減対策は人口定住対策の車の両輪でございますので、全体

に知事政策局がかかわる中で対策を進めております。  
  以上でございます。  
 
小越委員   例えば田舎暮らしを展望したいということで都会にいろんな話を持っていくと

きに、来てみたら学校もない、保育園もない、病院もない、バスもない、買い物に

も行けない、「何だ、これは」というような御意見もあります。各部局だけではな

く知事政策局として、山梨県はこういうところがあるんだ、そしてちゃんと病院も

近い、それから、学校もある、足もある、そして就労もあるというところを全体を

やらないと、田舎と自然があるだけでは人は来ないと思うんですよね。そこを含め

てぜひ人口定住対策を考え、全庁的に取り組んでいただきたいと思います。  
 

（開かれた県政について） 

  最後に、部局審査のときに総括審査でとありました。開かれた県政としてどのよ

うな事業があるかまずお伺いしたいと思います。県民からの声を集める開かれた県

政としてどのような方法があり、どのような実績があるかまずお示しください。  
 
茂手木知事政策局次長 県では開かれた県政の実現のためにさまざまな広聴活動に取り組んでおり

まして、県政ひざづめ談議や県政クイックアンサー制度のほか、県政モニター、県

政出張トーク、県政出張講座などの事業を行っているところでございます。実績と

いたしましてはクイックアンサーにつきましては平成２４年度は３５８件の御意

見が寄せられておりまして、ひざづめ談議につきましては平成２４年度は２０回開

催して参加者は２８０人、それから、県政出張トークにつきましては平成２４年度

につきましては３２回開催しておりまして、県政出張講座につきましては平成２４

年度は８７回開催をいたしております。  
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小越委員   ひざづめ談議、これは知事が皆さんのところに直接行って、皆さんから広く御意

見を伺うと、出張トークや出張講座はこちらから、県のほうからこれを聞いてくれ

という話だと思うんですけれども、部局審査のときにお伺いして途中になってしま

ったんですが、ひざづめ談議を２０回やって２８０人ですけれども、何回か公募で

やりました。公募したときに２人か３人くらいの応募だということでしたが、なぜ

こんなに公募が少ないんでしょうか。  
 
茂手木知事政策局次長 この問題につきましては、ひざづめ談議につきまして特に少ないというよ

うな状況とは認識していなくて、どこにおいても苦労されているようでございます

けれども、ひざづめ談議の場合に公募者の申請が少なかったその原因といたしまし

て幾つか考えられるところであります。例えば昼間の開催で時間が合わなかったり

とか、あるいはテーマが合わないとか、応募要件として現在作文をお願いしている

んですけれども、作文が負担であったといったようなことが考えられるのではない

でしょうか。  
 
小越委員   そのような負担があったとなれば、それを２２年度から２３回やっているわけだ

から、２４年度はそれを改善してもっと広く皆さんが参加できるように改善するこ

とはなかったんでしょうか。  
 
茂手木知事政策局次長 作文につきましては限られた時間枠の中で密度の濃い対話を実施していく

ためには、テーマにつきまして参加者の方々がよく理解されて、しっかりとした考

え方を持っていらっしゃる方ということが、やはり有意義な対話を行うためには必

要と考えております。したがいまして、応募書類としてテーマによりましては作文

を書いていただいて、こうした点を確認させていただいているというところでござ

います。  
  それから、昼間の開催ということでございますけれども、現在昼間開催している

んですが、ひざづめ談議を開催するに当たりまして、例えばテーマが農業の振興で

ありましたら農繁期は避けるだとか、観光振興でありましたら観光の繁忙期は避け

るだとか、そういった日程上の調整を現在しております。昼間でなくて夜開催して

いただきたいというような声というのは、特に今までのところ我々のところには寄

せられておりませんので、今のところ原則的に昼間開催ということでやらさせてい

ただいております。  
 
小越委員   そもそもそういう要望がないということ自体をどう見るかなんですよね。県と市

町村は違うかもしれませんけど、市町村の首長さんはかなり細かいところまで言っ

て、皆さんの御意見をフリーにお聞きするという姿勢を出しています。県によって

は知事も各地方に行って何でもいいから話を聞かせてくださいというふうに、そし

て作文なんかなくてもいいからとにかく来てくださいというこちら側の姿勢なん

ですよ。選ばれた者しかお呼びしませんよという姿勢があったり、作文を書かなけ

れば来てはだめですよという姿勢があると、言いたいことも言えないような、聞い

てくれないという姿勢をこちらが出していると思うんです。最初は、だから……。 
 
委員長   議事が堂々めぐりの感があり審議が停滞しておりますので、質問及び答弁は整理

して簡潔にお願いいたします。  
 
小越委員   部局審査で聞けなかった部分での確認と、私の意見ですから言わせてください。

私は、だから、もっと皆さんに開かれた県政にするために、知事がこちらから出て
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いって出張するような、そういうタウンミーティングをするべきだというふうに提

案しておきます。  
  終わります。  
 

（予算の不用額について） 

白壁委員   まず、いつも決算を聞いていて思うことは不用額、先ほども財政課長が言った不

用額って悪いことなんですか、ちょっとお聞きしたい。  
 
田中財政課長   予算を編成する段階において御審議をいただいていますので、正確に見積もった

結果、不用が出てしまうというのは余りよくないことであるというふうに考えてお

ります。  
 
白壁委員   不用額は出てしまうものなんですか。不用額は出すもんじゃないんですか。  
 
田中財政課長   国の補助が減少しまして、それに伴って結果的に出てしまうものがあります。そ

れと、あと自分たちで出すという、余らせるという部分もございます。  
 
白壁委員   例えば基金事業でこうだとか、その関係で出てしまう、これはよくわかる。でも、

今、何ですかね、昔の幕末、上杉鷹山が藩政の財政を改革させようと言ったときと

同じようなことで「入りを図って出ずるを制す」時代でしょう。だから、皆さんの

ところだって予算を編成するときには相当厳しい積算基礎で予算をしてないです

か。その中でいかに少しでも繰越額を残して翌年度に持っていこうという努力が何

で悪いんですか。  
 
田中財政課長   それは御指摘のとおりでございます。不用として出すか、もしくは繰り越しをす

るか、減額補正をするか、そういったやり方がございまして、不用として出すとそ

んなによくないかなというふうに考えております。  
 
白壁委員   だから、一律、先ほどの課長の答弁「不用額は悪いことでありまして、こうであ

ります。」は違うと思います。不用額を出すべきものは出してもしようがないんだ

けど、皆さん努力しているんですもん。それはもう課長クラス以下のところで一生

懸命努力して、１円でも少しでも安く発注をかけたりということをやっているわけ

なんですよ。だから、そういうことをちゃんと言わないと財政不如意の段階でいっ

てこういう今の時代だと、我々はこういう努力もしております、片やこうでありま

すという言い方をしなければだめだ。そうしないとみんな県議会のほうは何で残し

たんだと、この金をちゃんと使わないでおまえら机の下にしまっといたじゃないか

という話になるんだ。違うんだって、今は。それはじゃぶじゃぶの時代、予算も規

模も大きくじゃぶじゃぶしている時代であれば、何で使わないんだ、それによって

県の経済が回るとか何とかという話でしょう。今、違うんだ。  
 

（収入未済額の不納欠損について） 

  それと収入未済。収入未済というのを企業、法人会計で言うと売り掛けだ。でも、

地方公共団体の財政的なものからすると、これは基準財政収入額の中に入ってくる。

入ってくるということは交付税の中でそれが算入されないということは、早く不納

欠損にしなきゃだめなんだ、この点についてはどうですか。  
 
石原出納局次長   不納欠損処分でございますが、公法上の債権については、法令に定める時効期間

が経過したものについて不納欠損処分を行っております。私法上の債権については、
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先ほど私のほうからも回答させていただきましたが、権利放棄の判断基準にのっと

って行うということが今の処理の方針でございます。  
 
白壁委員   よくわかっております。ですから、法的なもの、それから、不納欠損が多いと何

で不納欠損にしたんだという話になってしまう。でも、僕は違うと思う。やるべき

ものは、当然、やるべきものを早く不納欠損にしないと、いわゆる基準財政収入額

の中に算定されてしまう。それによって、例えば早くすることによって入りと出を

調整をしながらいかに繰越額を出して、今度またこんなこと言われるんだ、「繰越

額を何で出すんだ」と。違うんだと、繰り越しというのは繰上需要的な発想で行か

なきゃだめなんですよ。時代は違うんだ。じゃぶじゃぶの時代じゃないんだよとい

うことなんです。最後に「入りを図りて出ずるを制す」、この捉え方を総務部長に

聞いて終わります。  
 
前総務部長   まず予算編成の際にしっかり見積もりを行うと、あと執行の経路についても適切

に把握をしていくということがまず大前提だと思います。その上で不用額の話もあ

りましたけれども、まず執行段階で削減すべきところは当然削減するというのは当

然だと思いますので、それをやった上で最終的な決算をどういうふうに移っていく

かということを検討するということだと思っております。  
  以上でございます。  
 
委員長   以上で質疑・意見を打ち切ります。  
  これをもって知事政策局・企画県民部・リニア交通局及び総務部関係の総括審査

を終結いたします。  
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質 疑 企業局関係 

 

（引当金相当額の預金処理について） 

山田委員   キャッシュ・フローを出していただいたんですが、そのときに聞けなかったので、

退職給与引当金とか、あるいは修繕準備引当金、渇水準備引当金、どの科目でもい

いんですが、それぞれ決算上見ると現金・預金の分に確かに載っているんですが、

実際にそれぞれの引当金ごとにいわゆるコンクリートされているものなんでしょ

うか。それともその引当金相当額の預金として持っているだけなんですか。その点

をお聞きします。  
 
渡辺総務課長   引当金は負債額に計上してございまして、退職給与引当金でございましたら職員

が全員自己都合で退職した場合に必要となる退職金の額を引き当てるということ

で、負債額に計上しておりまして、その反対科目として現金・預金があるというこ

とでございます。  
 
山田委員   すこし私の日本語の使い方がうまくなかったのかもしれませんけど、つまり現

金・預金には色がないけれど、その積当金に相当するものとしていわゆるコンクリ

ートして持っているのかと、そういう話です。 
 
渡辺総務課長   委員御指摘のとおりでございます。現金・預金に色はございませんが、その使途

としまして積立金ないし引当金として計上しているものでございます。  
 

（電気事業会計について） 

髙野委員   公営企業会計決算書の業務という１９ページなんですけど、この中に西山発電所

目標供給電力量８ ,９５９万６ ,０００キロワットアワー、この目標供給電力量とい
うのはどのように２４年度のものを決めたんですか。  

 
仲山電気課長   現在、電気事業のほうは東京電力のほうに売電を行っておりますが、その東京電

力との売電契約の中で、過去１０年間の実績をもとに当該年度の発電量を算定しま

して、それに基づきまして目標電力量というものを決めております。 
  以上です。  
 
髙野委員   この２３年・２４年の対比があるからこのページでかなりよくわかるんだけど、

広瀬と天科と柚ノ木の発電所というのは目標供給電力量よりも発生電力量のほう

が多いと、ほかのところはみんな少ないんですけど、これは何の違いがあってこう

いうことになっているのですか。  
 
仲山電気課長   基本的には企業局の発電所は流れ込み式といいまして、河川の流量に応じて発電

するような方式になっておりますので、基本的にその地点における降雨によります

河川流量に基づく結果ということになっております。  
 
髙野委員   では、大体この峡東地域のこの辺は雨が多かったという、そういう理解ですか。 
 
仲山電気課長   笛吹川水系の広瀬発電所等につきましては、広瀬ダムがございます。そこで１回

貯留されてからの発電ということになりますが、基本的には広瀬の発電所より上流

の降水量、流量に影響されるということでございます。  
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髙野委員   それに比べると、逆に言えば、奈良田とか、この辺のものが前年のものに比べて、

目標供給電力量よりもかなり下がっていますね。そうすると、この理由は先ほどの、

逆の考えですか。  
 
仲山電気課長   雨の降り方がやはり県内画一的ではございませんで偏在的に降っておりますの

で、２３年は比較的雨の多い年でございましたので、それに比べて少なめの傾向が

ございました。  
 
髙野委員   では、２３年の発生電力量で、２３年の目標供給電力量はここに書いてないから

わからないんだけど、結構この電力事業も何か前年の部分がよく書いてあるやつと、

前年の部分が書いてないやつと、何となくみんなにわかりにくいような書類が多い

んじゃないかなというふうに思うんですけど、例えば次のページの２０ページの総

合制御所水力発電費で２４年度３億１ ,９２２万３ ,９９８円に対して２３年度が２
億４ ,６００万円。特にここが一番大きいような気がするんですが。この違いとい
うのはどうしてですか。 

 
仲山電気課長   ２３年度の２億４ ,６００万円に対しまして平成２４年度の３億１ ,９００万円と

いうこの営業費用につきましては、総合制御所でこの年、発電所監視のシステムを

更新するという比較的大きな工事がございました。そのことでこちらのほうの金額

がふえているということでございます。  
 
髙野委員   大きめの工事の詳細はどこに記載があるわけですか。  
 
仲山電気課長   工事関係の項目は１５ページから記載がございます。その中で１５ページの改良

工事につきまして総合制御所の関係は下から２つ目の枠の中、監視制御システムの

無停電電源装置の改修工事が１ ,１７６万円です。また、次のページ、１６ページ
の保存工事が修繕費等でございます。この中で総合制御所は下から２つ目、これは

比較的工事として小ぶりになっておりますけれども、外壁の補修工事５９８万６ ,
０５０円という工事でございます。工事関係は以上でございます。  

 
髙野委員   大きい工事といっても約６００万円だけど、逆に言えば２６ページの総合制御所

水力発電費の下に詳細が書いてあるんだけど、給料、手当、福利、法定福利、これ

だけ合わせても何となく当初予算額よりも６００万円ぐらい減額となっているよ

うだけど、その辺はどういう説明ですか。  
 
仲山電気課長   失礼しました。費用で１つ落としているものがございまして、２７ページの中ほ

どに上から１０行目の固定資産除却費でして、これは改良をしたときの資産の除却

をする項目でございますが、その内容が７ ,２４２万円余ということで、ここに記
載されております。  

 
髙野委員   これだけで、７ ,０００万円以上違っているから、この固定資産除却費の７ ,２０

０万円、これそっくりぐらいの金額が違うわけ。では、前年に固定資産除却費の部

分はなかったということですか。  
 
仲山電気課長   そのとおりでございます。前年は固定資産の除却費はございませんでした。  
 
髙野委員   せっかくここに決算書がこういうふうにあるんだったら、余白に２４年と２３年

を書いても、書けばあえて聞く必要がないかもしれない。前年ないものがことしあ
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るということが、何か初めて質問してわかるような気がしないでもないけれど。何

となく非常にわかりづらいような気がするんだけど、そういう説明しかないのであ

ればそれはしようがない。  
 

（温泉事業会計について） 

  あと、温泉の計画なんですが、給湯料と温泉料金の部分、料金は９９ .８％でほ
とんど同じなんだけど、これは例えばホテルがつぶれたりしているときに、口数と

いうものの変化というのはあるのですか。  
 
渡辺総務課長   温泉の契約口数につきましてはお手元の決算書の５５ページをごらんいただき

たいと思います。業務のところに業務量がございます。そこに契約件数として２４

年度の４月～３月までの件数、それから、契約口数を記載してございます。  
 
髙野委員   そこを見て、今、聞いているんですが、この口数の増減が前年に比べてあるの、

ないのという話を聞いているんです。  
 
渡辺総務課長   ここに記載がございませんけど、全体としては減少傾向にございます。  
 
髙野委員   減少傾向にあり、約２０万円下がったということですね。  
 
渡辺総務課長   まずこの事業が発足した当時には５６２口ございました。これがだんだん減って

まいりまして、２４年度中はここに記載のとおりの契約口数でございまして、本年

４月現在は５２４口ということで減少してまいりました。これは主に実際に使用し

てない方、権利だけしか持ってないような方が徐々に契約を解除していったという

ことでございます。  
 
髙野委員   皆さんのつくる数字は非常にうまくて、契約件数とか書いてあるんですが、前年

が書いてない。こっちの決算説明資料との、すり合わせが非常にわかりづらくつく

ってあるんだと思うんだけど、わかりづらいからあえて聞いているんですけど、で

は、口数はほとんど変わらない、お金も温泉事業のほうでは変わらないという、そ

ういう理解でいいのですか。  
 
渡辺総務課長   契約口数につきましては長い目で見ると減少傾向でございますが、短い目で見ま

すとほぼ横ばいということでございます。したがいまして、給湯料収入につきまし

ても２４年度につきましては前年度とほぼ同様な実績でございました。  
 
髙野委員   決算説明資料の企の３ページにある支出２ ,７５３万８，０００円、こっちでは

よくわからない。決算書の中に書いてあると思うんですが、この２ ,７５３万８ ,０
００円の内訳は何ですか。  

 
渡辺総務課長   ２ ,７５３万８ ,０００円、こちらは資本的支出でございまして、石和温泉の配湯

管の敷設がえ工事、それから、石和温泉管理事務所の施設の改修を今後予定してお

りまして、それのための設計委託費でございます。  
 
髙野委員   これはこの金額で今言ったことができるわけでなくて、２４年度にこの積み立て

をしたということで、例えば２５年度にもお金を継ぎ足して今言った事業をしてい

くということですか。  
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渡辺総務課長   これは２４年度に２ ,７５３万８ ,０００円支出をし、事業を行ったということで
ございます。その財源といたしまして、２３年度までの利益剰余金がございます。

それを、建設改良積立金などに積み立てて、財源としたというものでございます。 
 
髙野委員   いや、それを財源にしてもしなくてもいいんだけど、例えば収入と支出があって

使ったものであれば、当然、マイナス２ ,７５３万８ ,０００円になるわけですね。
だから、これは、もう一度、どこから引き出しているのか言ってください。  

 
渡辺総務課長   こちらは資本的支出でございますから、収益的収支で生じました各年度の利益剰

余金を決算の際にそれぞれの積立金に処分いたします。その中の建設改良積立金と

してこれまで積み立ててきたものを取り崩して２４年度に資本的支出ということ

で事業を行ったものでございます。  
 
髙野委員   よくわからないですが、この決算書のどこかにあるんですか。  
 
渡辺総務課長   決算書の４６ページをごらんいただきたいと思います。こちらに温泉事業の資本

的収入及び支出の記載がございます。支出の欄の決算額２ ,８９１万４ ,９００円と
ございます。これは消費者税込みの数字となっております。税抜きにいたしますと

２,７５３万８ ,０００円、先ほどの数字でございます。  
 
髙野委員   片や税込み、片や税なし。その辺がよくわからないですが。  
 
渡辺総務課長   通常、私ども決算の状況ということで御報告いたしますのは、税抜きの数字で出

しております。決算書は税込みという形で出させていただいております。  
 
髙野委員   もう１度言ってください。  
 
渡辺総務課長   私ども決算状況ということで毎年公表しておるわけですけれども、その数字につ

きましては税込みだとわかりにくいということもございまして税抜きで、消費税抜

きで数字を掲げてございます。ただ、決算書という形でこういうふうに整理いたし

ますときには、すべての消費税につきましても受け取って、仮受消費税ということ

で処理いたしまして、また消費税としてお支払いしますので、消費税も込みの数字

で決算書は整理させていただいております。  
 
髙野委員   金額が大きくなれば消費税の部分もかなり多額になるんじゃないかと思うし、特

に何億、何十億円ということをやっているんだから、よく意味がわからないですが、

何しろこういう決算書類もなるべくわかりやすいようにつくってもらったほうが、

聞くほうも楽だし、答えるのも楽ではないかと、そんな気がするんですが、その辺

についてその整合性は理由があるのですか。  
 
安藤公営企業管理者 委員御指摘のように税込みと税抜きの数字ございますけれども、例えば予算

上の資本的収入とか支出というのは、これは予算において執行を行う支出の統制と

いうことがありますので、税込みで予算計上をしております。これは一般会計も同

様でございます。一方、企業会計の場合は損益計算書あるいは貸借対照表というも

のをつくるわけですけれども、消費税というのは基本的には経済活動上これは中立

的なものですから、預かった消費税、それから、払った消費税、この差額は国に納

めるという制度ですから、貸借対照表上、それから、損益計算書上は消費税という

ものは出てこない。予算に関しては執行部の歳出を統制するという観点から総額、
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消費税を入れた全額になっているということでございますので御理解をお願いい

たします。  
 

（地域振興事業について） 

髙野委員   次に地域振興事業収益、１億３ ,１６２万円が地域振興事業ですが、この１億３ ,
０００万円の端数の数字は今言った税金、消費税なのですか。  

 
渡辺総務課長   ２４年度の企業局納入金は１億３ ,０００万円でございました。それに消費税と

いたしまして６００万円ほどこちらのほうに計上してございます。  
 
髙野委員   １億３ ,６００万円ということ。そうじゃないですよね、１億３ ,０００万円に対

して今言った６００万円が地域振興事業の全体ということですか。  
 
渡辺総務課長   税抜き価格で１億３ ,０００万円でございます。そしてこれに消費税が６５０万

円加算されまして１億３,６５０万円でございます。  
 
髙野委員   １億３ ,６５０万円という数字はどこに出ているんですか。  
 
渡辺総務課長   決算書の６５ページでございます。こちらの収入の欄の営業収益、決算額が１億

３,６５０万２ ,７３３円でございますが、このうち１億３ ,０００万円が企業局納入
金、それから、備考欄にございますが、消費税といたしまして６５０万１３０円で

ございます。  
 
髙野委員   ７６ページのこの営業収益の２ ,６０３円とか、こういう数字は営業収益、営業

外収益等が合わさった数字ということですか。 
 
渡辺総務課長   恐れ入ります。７６ページのこの２４年度・２３年度対比した表、こちらは税抜

きでございます。１億３ ,０００万円、あと２ ,６０３円という端数、これは施設貸
付料でございます。ですから、大きく企業局納入金で１億３ ,０００万円、税抜き
の数字を掲げてございます。  

 
髙野委員   もう一回言ってみてください。  
 
渡辺総務課長   ７６ページの平成２４年度の地域振興事業収益、そのうち営業収益で丘の公園事

業収益がございます。この決算額が１億３ ,０００万２ ,６０３円でございます。こ
の内訳は消費税抜きで１億３ ,０００万円の企業局納入金、それから、施設貸付料
ということで２ ,６０３円計上してございます。 

 
髙野委員   丘の公園から２ ,６０３円を使用料としてもらっているということですか。  
 
渡辺総務課長   １億３ ,０００万円が企業局納入金でございまして、それから、携帯電話のアン

テナをそちらへ設置しておりまして、そのため行政財産使用料の貸付料として２ ,
６０３円を収入として計上しております。  

 
髙野委員   今年度３月の終わりには指定管理者が新たに選出されるようですけど、指定管理

者になった人たちの会計がもう少し一般の人にもわかりやすくなるように、何か良

い一覧表を。決算書でもよくわからないし、決算説明資料でもよくわらないという

感じがしています。決算はそんなに大事ではないかもしれないけど、何となくイコ
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ールの線が引けるようなものをつくってもらいたいなと、そんなふうに思っており

ます。特に公営企業会計のお金については、振り込まれる部分は県の一般財源にも

なるわけですから、もう少し細部にわたって注意を払ってもらいたいなというふう

に思っています。  
 
安藤公営企業管理者 先ほども申し上げましたけれども、税込みで、歳出を統制するという部分は

税込み、それから、企業の年間の収益、それから、資産の状態をあらわす損益計算

書・貸借対照表は税抜きという、これは企業会計のルールの中に基づいているもの

でございますけれども、今、委員御指摘がございましたように確かにわかりにくい

部分はございます。これをどういうふうにしたら、先ほどお話しがありましたよう

に例えば前年のものを入れるとか、そういうことによってできるだけわかりやすく

できるように努力をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。  
 

（地域振興事業について） 

浅川委員   今、髙野委員が数字的な細かい説明を求めましたので、ちょっと基本的なライン

をお聞きしたいと思います。地域振興事業というのはゴルフ場と、温泉施設と、そ

れから、レストランですか、この３つですね。特に丘の公園について、地域振興と

いう事業に何かほかにはあるんですか。  
 
渡辺総務課長   私ども丘の公園の事業を３つの分野に分けてございます。今、委員御指摘のとお

りゴルフ場、レジャー事業、そしてレストラン事業、この３つで整理をしておりま

す。  
 
浅川委員   指定管理料が少し過去にさかのぼるわけでありますが、１億３ ,０００万円にな

ったり１億２ ,０００万円になったりと変化がありましたよね。この辺はどのよう
な理由で増減なさったんですか。  

 
渡辺総務課長   現在の指定管理者の指定期間が平成１６年から１０年間でございます。その際に

指定管理者と企業局との間で締結をいたしました協定書、この中で６年目以降、平

成２１年度以降につきましては、経済情勢の著しい変動などがあった場合、企業局

納入金の額を企業局と指定管理者の間で見直しの協議をすると、こんなふうに協定

書で定められております。これに基づきまして平成２１年度以降協議をして、企業

局納入金について減額してまいりました。具体的には平成２１年、２２年、それか

ら、２４年が２ ,０００万円減額して１億３ ,０００万円、平成２３年につきまして
は３ ,０００万円減額いたしまして１億２ ,０００万円といたしました。 

  その要因でございますけれども、経済情勢の著しい変動ということで、重油の単

価が倍になってしい、大分高騰してしまったという点が１点。それから、ゴルフ場

のプレー代金が周りのゴルフ場も下げておりますので、やむを得ず丘の公園も下げ

ざるをえなかったこと、この２点で２ ,０００万円減額いたしました。さらに２３
年度につきましては、東日本大震災の影響でゴルフ場の利用者数が減ってしまった

という状況で３ ,０００万円減額したところでございます。  
 
浅川委員   過去の話になるんですが、当時、予算特別委員会が設けられたときに、前の企業

局長さんがかなり企業局サイドに対して過激な質問もあったわけでありますが、当

時のことを踏まえながらいくと今後もこういった変動をするのかどうかもしお考

えがあったらお聞きします。  
 
渡辺総務課長   今後、来年度以降のことということでよろしいでしょうか。今度新しい指定管理
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者との基本協定書は、県のほかの施設と同様に標準期間である５年間を予定してお

ります。そういうことですので、今まで指定管理者との協議の中で見直しをしてき

たと、こういうような場面はないものというふうに考えております。 
 
浅川委員   最後に、平成１５年に契約をするときに地域との方々との兼ね合いで、３者協議

会というものをたしか設置したように記憶しておりますが、その辺のいきさつにつ

いて現在はどういうふうになっているのかお聞きして終わります。  
 
渡辺総務課長   平成１６年に指定管理者制度を導入するに当たって、平成１５年から３者協議会

というものを開催してまいりました。その中で指定管理者業務について、丘の公園

の管理運営全般について御意見を賜り、私どもとしても検討してまいったところで

ございます。毎年１回開催をしております。その中での御意見も賜りながら、企業

局の地域振興事業の経営に生かしてまいりたいと思っております。  
 

（消費税の記載方法について） 

山田委員   提出した質問事項の前に、先ほどの髙野委員とのやりとりの中で確認をしたいの

ですが、渡辺課長の発言と管理者の発言で、私が聞き漏らしたのかもしれませんけ

ど、管理者の発言のように企業会計原則に従ってこの温泉事業についは消費税抜き

でやっていると、予算は一般会計も含めて、それは税込みでやっているということ

で、課長、それでいいんですよね。少し違ったように聞こえたので。 
 
渡辺総務課長   私の説明がちょっと言葉足らずだったと思います。管理者の申し上げるとおりで

ございます。  
 
山田委員   そうすると、髙野委員が言われたように、消費税が期中は税込みであってもいい

けど、最終的に決算のときに税抜きになるということになると、未払消費税が立つ

という問題が出るので、その表記がなくて、この場合、例えば注記でやっているん

ですけど、そういう重要なものについては、特に税金とかというものについては金

額が少なくても一応明示するという、企業会計原則ではないけれども、一般慣行の

中でそう行われている。そうすると、この決算書上見ると当然決算で税抜きに直し

ますよね。そうすると消費税の精算額が出てくるはずなんで、決算書に出てないん

ですが、どう理解をしたらいいのか。  
 
渡辺総務課長   消費税につきましては、決算書の５１ページの温泉事業の貸借対照表がございま

す。その中の５１ページの一番下、４の流動負債の中に未払金がございます。この

２０４万１００円、これが未払消費税ということで貸借対照表上に計上してござい

ます。  
 
山田委員   会計原則上間違いではないんだけど、未払金であっても、税金とかというものは

また別途抜き出しなさいという規定もあるので、やはり私はそういうふうにしたほ

うが企業会計原則にのっとった、今言う一般の方が見てもよりわかりやすいものに

一歩近づくのではないかなという気がしております。それについては、管理者のほ

うが今後見やすいものに変えていくということですので、ぜひお願いしたいと思い

ます。  
 

（地域振興事業について） 

  次に、本来の地域振興事業なんですが、８５ページをごらんください。長期借入

金の明細書がありまして、２４年度に返済した金額はここに記載のとおりなんです
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ね。そうすると、借入資本金といって延々とつながって返済期限が平成１０１年３

月３１日、これはまずもってこれを返済できると考えていらっしゃるのかどうかお

聞きします。  
 
渡辺総務課長   返済期限平成１００年度ということで大変長期にわたってございますけれども、

指定管理者制度導入によりまして償還ができるようになりました。着実に償還して

まいりたいと考えております。  
 
山田委員   答弁としてはそれ以外あり得ないと思うけど、でも、現実にこの営業運転資金の

１２年４月、それから、１７年４月に借りた１６億円と１２億８ ,０００万円でさ
え、この状況なのですが、課長はどんな返済計画をお立てなんでしょうか。  

 
渡辺総務課長   昨年度のあり方検討委員会で提言がございましたけれども、なるべく多くの企業

局納入金を確保して、それをなるべく多く償還に充てると、そんな考え方がござい

ます。そんなことで、毎年度７ ,０００万～８ ,０００万円くらいの金額を償還して
まいりたいと考えております。  

 
（丘の公園のあり方検討会の内容について） 

齋藤委員   丘の公園の検討委員会の内容についてということでありますが、先ほど３人の委

員からいろいろお話がありました。ダブる点があろうかと思いますが、まず丘の公

園の検討委員会が開催されたということでありますが、この委員会のメンバーを教

えていただけますか。  
 
渡辺総務課長   委員会の構成は委員が８名でございます。そのうち学識経験者といたしまして、

経営学を専門といたします大学の教授、公認会計士、産業関係の研究機関の代表の

方２名、それから、公益企業管理者の経験者、この５名が学識経験者等でございま

す。それに残る３名は地域の代表といたしまして観光団体の代表の方、３者協議会

の地元の代表の方、地元の公益法人の方をお願いいたしました。  
 
齋藤委員   検討委員会の役職はわかりますが、名前を教えていただけますか。 
 
渡辺総務課長   まずキープ協会の事業部長でございます桶本様、それから、山梨産業文化研究所

の代表の坂本様、それから、念場ケ原恩賜林保護財産区管理会の会長清水様、それ

からＮＰＯ法人清里観光振興会の副会長の高橋様、山梨学院大学の教授でございま

す野村様、それから、公認会計士であります萩原様、山梨総合研究所の副理事長の

早川様、それから、歴代公営企業管理者の経験者として望月さん、以上８名でござ

います。  
 
齋藤委員   ありがとうございます。  
  ２４年度の事業の中で確かに景気の上昇等々が影響されてゴルフ場の利用者は

ふえていると。しかしレジャー部門の利用者が５ ,５８４人と減ってきているとい
うことであります。総体的に全体とすれば１ ,０２４人の減少ということが記載さ
れておりますが、この減少者数と２ ,０００万円減免した数字とのその状況をちょ
っと教えてください。  

 
渡辺総務課長   ２４年度の利用者数でございますが、実際減りましたのはレジャー事業で若干減

っております。それから、レストラン事業は若干ふえております。一方で、ゴルフ

事業は若干ふえてございます。ただ、ゴルフ事業につきましては２３年度には震災
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の影響等、あと芝の状況もちょっとダメージを受けまして大分落ち込んだと、それ

が回復傾向にあったということで今こんな状況になってございます。企業局納入金

の減額との関係でございますけれども、これはあくまでも企業局と指定管理者との

間で締結した協定書に基づいて、先ほど申し上げました原油の高騰とか、それから、

利用者単価の下落といったことを原因として減額してきたものでございまして、利

用者数の増減とは直接リンクはしておりません。  
 
齋藤委員   直接リンクはしていないと言うけど、２ ,０００万円という減額をしてやったと

いうことですから、やっぱりそれ相当の整合が合わなければなぜ１ ,０００万円で
なくてということになるわけですが、その辺の整合性の問題をこの検討委員会でも

検討されたと思いますが、その中の御意見を教えてください。  
 
渡辺総務課長   あり方検討委員会におきましては、まず丘の公園の現状について御報告いたしま

した。その中で過去このような理由で減額をしてまいったということをしっかりお

伝えして、検討いただいたところでございます。重ねてになりますけれども、指定

管理者の経営状況、あるいは施設の利用者数の増減と、減額というものは直接結び

つくものではございません。  
 
齋藤委員   それにいたしましても、もちろん原油の高騰の問題もあります。しかしいろんな

状況がありますが、やっぱり使用者が非常に減少したということの問題と、では、

原油が高騰した、利用者が減少したということの、やっぱりある程度整合性が合わ

なければ、２ ,０００万円という数字が出てこないということになるわけですね。
その数字が適正かどうかということをもう一度、聞かせてください。 

 
渡辺総務課長   ２ ,０００万円減額いたしました。その内訳は重油が高騰したということ、実際

重油の単価が倍になっております。それに基づきまして１ ,０００万円の減額、そ
れから、利用者単価が約２ ,０００円下がってございます。それで経営努力をして
も１ ,０００万円はカバーし切れないだろうと。これは指定管理者の責に帰すよう
な要素のものではないと私ども判断いたしまして、２ ,０００万円減額したところ
でございます。  

 
齋藤委員   もちろんそれは理解されますが、要するに指定管理を受けた企業者が、では、ど

んな努力をしたのかと、努力をした成果というものはどういう評価をしているかち

ょっと教えてください。 
 
渡辺総務課長   まず減額の趣旨といたしまして、これも重ねてになりますけれども、協定に基づ

くものでございます。２１年度以降、企業局と指定管理者の間で協定を結んだ１６

年当時の状況とは変わってしまったと。１０年間の長いスパンであるがために変わ

ってしまったと、それをもって見直しの協議をしてまいったというものでございま

す。それから、指定管理者の企業者としての経営努力ということでございますが、

先ほど申し上げましたゴルフ場単価の下落、これが１人当たり２ ,０００円下落し
ていると。単純に約４万人の利用者の方がいらっしゃいますので掛けると８ ,００
０万円ぐらいになる。ただし、そのうち指定管理者が費用の削減、それから、利用

者拡大策を展開していっていただいたと、これをもってある程度はカバーしている

と、こんなふうなことを捉えて２ ,０００万円の減額をこれまでやってまいりまし
た。  

 
齋藤委員   わかりました。そういう努力は認めますが、そこでお聞きしたいのは、今度、指
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定管理者の制度の任期が切れ、切りかえということでありますが、検討委員会とし

ても検討された結果、公募等どういう形で公募して選考したのか、その辺を教えて

ください。  
 
渡辺総務課長   今年度、来年度以降の指定管理者の選定作業をずっと進めてまいりました。この

スケジュールにつきましては、今年度の県の他施設の指定管理者制度の選定と同様

なものでございます。指定管理者選定委員会を３回開催いたしまして、そして２カ

月間の公募をいたしました。８月の中旬に公募を締め切りまして３団体の応募をい

ただき、その３団体につきまして指定管理者選定委員会でその提案内容を審査いた

だき、候補者を選定いただいたところでございます。  
 
齋藤委員   今度、指定管理者に出す金額は、例えば減免したりしていろいろやりましたが、

その金額は、では、幾らで規定するという考え方を持っているんですか。  
 
委員長   齋藤委員に申し上げます。決算の内容でございますので、先のことについてはそ

ぐいませんので。  
 
齋藤委員   これはやっぱり将来的にも決算に影響があることでありますから、今度指定する

金額というものは幾らに設定したんですか。  
 
委員長   決算認定の可否を判断するための総括的な質疑でございますので、平成２４年度

に関して御発言ください。  
 
齋藤委員   そうすると、この金額というものが２ ,０００万円減額したということの中で、

企業も、例えば努力したということでありますが、しかしその金額が果たして適正

であったかどうかということの考え方、それを教えてください。  
 
渡辺総務課長   減額した要因は重油の高騰とゴルフ場の客単価の下落という２点でございます。

重油価格の高騰につきましては、平成１５年に協定書を締結した当時リッター当た

り３３円であったものが、本年度７２ .６円と倍以上に伸びてございます。こちら
でその施設の使用量を乗じますと約１ ,０００万円ほどの費用が余計にかかってい
ると。それから、一方で客単価の下落ということで、１６年当時は１万３００円で

したものが、２４年度７,８００円ということで２ ,０００円以上、２ ,５００円ほど
単価が下落しております。これも近隣のゴルフ場の状況を見ましてやむを得ず下落

したものと、これによりまして収入が大きく落ち込んだ、これを１ ,０００万円と
評価をいたしました。  

 
委員長   委員長より申し上げます。質疑が堂々めぐりの感があり審議が停滞しております

ので、質問及び答弁は整理して簡潔にお願いいたします。  
 
齋藤委員   それでゴルフ場の利用者はふえているということでありますので、全体的にやっ

ぱり金額が、１ ,０００万円という根拠がそこでわからないところがあるわけです
が、具体的な細かい根拠を教えてください。  

 
渡辺総務課長   ゴルフ場の利用者数、２３年度と２４年度を比べるとふえてございますけれども、

指定管理者制度を導入した平成１６年度・１７年度以降２０年度当時は５万人近い

方に利用いただきました。それがだんだん減ってまいりまして、２２年度には４万

４ ,０００人で２３年度には３万８ ,０００人。これが２４年度若干回復しまして４
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万１ ,０００人という状況でございます。そんなことで利用者数は１０年間の中で
だんだん減ってきて、最後、２４年度で若干回復したと、こんな状況にございます。 

 
齋藤委員   わかりました。皆さんの努力でございますが、私はやっぱり将来的に平成１００

年度もかかって返済しなければならないということでありますから、しっかり管理

して運営に取り組んでほしいというふうに思いますし、将来的な計画についてはま

たしっかり次期の委員会で質問いたします。  
  以上。  
 

（小水力発電の推進について） 

早川委員   まず訂正をお願いします。最初に「小水力の推進」と書いてありますけど、「小

水力発電」です。申しわけありません、訂正します。訂正していただいて、主要政

策成果説明書の３０ページの下のほうの３番ですね、小水力発電の推進についてで

ございます。この予算が予算現額４ ,４２０万円に対しまして決算額が１ ,５４９万
６,０００円となっています。これを見ると不執行額、執行残が２ ,８７１万２ ,００
０円で６５％に当たるものとなります。これはクリーンエネルギーの自給自足を進

める上で、大切な小水力発電の取り組み計画が、一概には言えないんですけれども、

６５％しか執行されてないということは、事業の進捗率が遅いようにも見えるんで

すが、まず要因が何なのか教えていただければと思います。  
 
仲山電気課長   主な要因でございますが、３０ページに記載がございます小水力発電設備の研究

費ということで、この金額が２ ,１００万円でございましたが、この内容を不執行
としたことによるものでございます。これにつきましては、県内に適した安くて汎

用的な機器の研究をするということで予算計上したものでございますが、この同じ

内容を国のほうにもお願いしましたけれども、昨年度、２４年度に国のほうの事業

として創設されて、県内の３カ所でも実証研究が行えるというふうなことになりま

したので、企業局の目的としました研究が進むという判断で、この予算を不執行と

いうことにいたしました。  
 
早川委員   例えば国のお金がおりてきたから、そのお金は翌年度に繰り越されるお金じゃな

いですね、そのお金はどうなるんですか。  
 
仲山電気課長   この予算については不執行としまして、２５年度には再度予算計上いたしません。

翌年度に繰り越すとかという措置になるものではございません。  
 
早川委員   いずれにしても、国から補助金が出て事業を行う成果を、この一番下に小水力フ

ァスト１０と書いてあると思うんですけど、特に優先的にやらなければいけない１

０地点に生かしていただいて小水力を進めていただきたいと思います。  
  続いて、同じく３０ページの中で、やはり一番上ですね。新しく大城川砂防ダム

を利用した発電所の実施計画を設計したようですけど、これは従前の本会議で私も

一部質問させていただいて、電力の自由化の進む中で、売電方法によって入札方式

による収益の向上を私は提案したところ、答弁では「今後、新しい発電施設に関し

ては売電方法について、国の動向を注視していく」といった答弁があったんですけ

ど、この２４年度にあった大城川砂防ダムを利用した発電所については、売電方法

の入札について新しい検討をなされたのかどうかまず伺います。  
 
仲山電気課長   新設する大城川の発電所でございますが、固定価格買取制度が昨年の７月に始ま

っておりますので、そちらのほうを適用していくということで計画を進めておりま
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す。なお、入札については検討中ということでございます。  
 
早川委員   本県の場合は検討中が多いんですけれども、他県とか日本の中で実際に２４年度、

売電方法の入札方式を導入したところがあるというのは御認識なさっていますか。 
 
仲山電気課長   入札方式をとったところがあるというところは聞いております。  
 
早川委員   答えはここに書いてあるんですけど、東京都では実際に国の動向を見ながらなん

ですけど、もう既に売電方法の入札について検討しているので、この公営企業決算

の審査意見書の２ページにも書いてあるんですが、「売電方法の多様化等の検討を

加速し」と書いてあるので、ぜひクリーンエネルギー先進県の本県として、これ意

見書にも書いてあるんですけど、２４年度の決算を受けて改めて本県の売電方法の

考えを、同じ答弁になるかもしれないんですが、お伺いして私の質問を終わります。 
 
仲山電気課長   現在、国のほうで電力システム改革ということで電力事業の改革が進んでおりま

す。その中で企業局の売り先としてどこがいいかというところにつきましては、な

およく見ていく必要があるため、今後、引き続き国の動きを注視していくという状

況でございます。  
 
委員長   以上で質疑・意見を打ち切ります。  
  これをもって企業局関係の総括審査を終結いたします。  
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質 疑 産業労働部・観光部・議会事務局・労働委員会関係 

 

（指定管理者制度について） 

髙野委員   指定管理者でということで質問項目には入れてありますが、産業労働部は幾つの

指定管理者を持っているか、お伺いします。  
 
石原産業政策課長 産業労働部という観点ではアイメッセ山梨が指定管理の対象でございます。  
 
髙野委員   ２４年度決算の詳細について、どこを見ればいいか、よくわからないんだけど、

産業支援機構の決算内容、わかりやすく説明をしていただきたいんですが。  
 
石原産業政策課長 商工費の中で入っておりまして、アイメッセという名前は直接出てまいりませ

ん。昨年度の収入でございますが、展示場の使用料ですとか、会議室の使用料、ま

た、自動販売機の収益などで、合計１億９００万円余となっております。  
 
委員長   石原課長、ページ数がわかったら教えてください。  
 
石原産業政策課長 産の５ページでございます。一番下の第７款商工費(決算報告書１９２頁)商工

総務費とありまして、その下の上から２行目でございます「アイメッセ山梨運営管

理費」、これが歳出でございまして、アイメッセ周辺の駐車場の借上料、これが主

なものでございます。これが２ ,２３０万円余、それから、あと大規模修繕といた
しまして駐車場の区画線を整備いたしまして、これが１６０万円、あと備品の更新

費で約７０万円余となっております。  
  以上でございます。  
 
髙野委員   当然、指定管理者だから指定管理者の中で、収入が幾らあるとか、そういうもの

は出てくると思うんですけど、２４年度はこの一言でこう片づけちゃっていいわけ

ですか。決算というものが指定管理者の部分もあるわけでしょう。その決算ってど

ういうふうになっていますか。  
 
石原産業政策課長 決算につきましては、公益財団法人でございまして収入と支出がおおよそとん

とんということでございます。  
 
髙野委員   産業支援機構は特に我々も、誰がどういう事業をするのに幾ら借りたとか、いろ

んな話し合いがあるんですが、２４年度に対してはその営業的な部分での貸し出し

とか、その辺の部分はこれ全然別になるのですか。  
 
石原産業政策課長 貸し出しと申しますと、設備貸与とか、そういう部分のお話でしょうか。  
 
委員長   課長にお伺いをいたしますが、詳しい資料はきょうお持ちでしょうか。  
 
石原産業政策課長 ちょっとすぐ手元には、申しわけございません。よろしゅうございますか。  
 
委員長   それでとんとんということですか。  
 
石原産業政策課長 これはトータルの数字でございまして、その内訳の設備貸与が幾らというのは。 
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委員長   では、ちょっと休憩を挟みます、暫時休憩いたします。  
 

( 休  憩 ) 
 
委員長   再開いたします。  
 
石原産業政策課長 済みません、失礼いたしました。  
  やまなし産業支援機構の全体で言いますと昨年度の決算額が２７億６ ,３００万

円でございます。そのうちアイメッセの運営に係る会計の決算額につきましては１

億９００万円余でございます。やまなし産業支援機構の１１の会計をトータルいた

しますと、先ほど申し上げたようにとんとんであるということでございます。  
  以上でございます。  
 
委員長   石原課長にお願いをいたします。とんとんとかですね、不適切な発言はやめてく

ださい。  
 
石原産業政策課長 済みません。  
 
遠藤産業人材課長 申しわけございません。指定管理は当課にも１件、中小企業人材開発センター

がございまして、アイメッセの北側というか、北西側にある建物、そこを指定管理

してございます。  
 
髙野委員   産業支援機構にしても人材開発センターのほうにしても、やっぱり決算するには

明確な、予算がどうなって、前年度と比較してどうだとかというふうな、こういう

ふうな部分がないと、ただこれだけでは聞くにも、前回、説明聞いたけど、この項

目だけ聞いているんではほとんどわからない、はっきり言って。だから、やっぱり、

決算部分だけについても逆に言えばちょっと見直さなければいけないかなという

気がしています。皆さん方は皆さん方でもちろん一生懸命やっているだろうし、た

だ、全てのこの決算の審査の中で不用額とかいろんなものが多く出てきて、毎回の

話題は不用額ということになって、これは永遠の課題になるだろうと思いますけど、

やっぱりある程度、公益にしても何にしてもやるであれば、もうちょっと詳細な決

算書が欲しいなと。あくまでも決算をやるというふうなことでありますから、そん

なことについてどんな考え方でいるのか、見直すことも可なのか、その辺だけ少し

聞きたいと思います。  
 
矢島産業労働部長 説明がうまくないところがございまして申しわけございません。アイメッセの

指定管理に伴う費用について申し上げますと、アイメッセは他の公の施設とちょっ

と性格が異なっておりまして、普通であれば人件費あるいは維持管理する費用等を

委託料という形で県のほうが支出をして、その金額で受けられるかどうかというふ

うな審査をするということなんですが、アイメッセにつきましては県のほうからの

支出は一切ございません。あそこは展示場の収入、これが年間約１億円ございます

が、この１億円で職員の費用、それから、施設の維持管理費用といったものを賄っ

ていただいて、さらにその中から県に納付金という形で毎年、今、現在１ ,１００
万円ほどいただいておりますけれども、そういった費用を幾ら出しますかというふ

うな、そういった提案をしていただいて管理者を選定していると、こんな状況でご

ざいます。したがいまして、県のほうからの支出がなくて逆にもらうだけというも

のでございます。したがいまして、この決算上、指定管理の費用については収入の

部分しかございません。 
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  アイメッセのほうでのいわゆる全体の施設収入から含めての決算の状況は、産業

支援機構のほうの経理の中にあるわけでございますが、その内容をざっくりと申し

上げすと、収入が約１億円あって、それから支出が、人件費３ ,０００万円、光熱
水費その他が４，０００万円、施設の維持管理をするためにいろいろな業者に支払

う委託料が約２，５００万円ぐらいありまして、それに県に対する納付金が１ ,１
００万円ちょっとということで、ほぼ収入と支出が見合うような形で運営されてお

りまして、この内容で今後も頑張っていきたいということでございます。県といた

しましてはできるだけこの施設の利用がさらに進むように、指定管理のほうからは

より運営をしっかりやっていただくというふうなことでお願いをしていると、こん

な状況でございます。ということで、収入・支出については数字的な話はこの資料

の中には出てまいりませんけれども、そういったアイメッセの特殊な事情があると

いうことで、御理解いただければありがたいと思っております。  
  以上でございます。  
 
髙野委員   よく説明してもらうと聞くことが出てきてしまう。では、例えばあのアイメッセ

ってつくるのに幾らかかったのですか。  
 
矢島産業労働部長 建設費が約５０億円ちょっと、それから、あと周辺の施設整備等も含めまして

約７０億円が建設費用としてかかっております。  
 
髙野委員   それは一般財源の中から返済をしているということ。  
 
矢島産業労働部長 そのとおりでございます。 
 
髙野委員   やっぱり県でつくったものというのは結構そういうものが、お金だけ出して、簡

単に言えば高度化資金みたいな部分、お金だけ出して何となくお金がもとへ戻らな

いでということもあるから、その辺までをやっぱり計算式の中には入れないと、本

来はちょっとおかしいのかなという気がするんですが、そういう部分をさっき言っ

た、毎年、毎年１ ,０００万円ぐらいずつ、でも、１ ,０００万円じゃ１００年もか
かりますよね。さっきも１００年かかるという返済があったけど、そういう部分と

いうのをもうちょっと感覚的に、決算時、決算時でよく考えていかないといけない

のかなという気がしますけど、どうでしょう。 
 
矢島産業労働部長 御指摘いただきましたように、私どもしっかりコスト意識を持って、そもそも

どれだけの設備投資にかかったのかということを意識しながら、今後の指定管理の

選定あるいは施設の運営について、しっかり対応していきたいというふうに考えて

おります。  
 

（燃料電池関連産業の育成・集積について） 

浅川委員   主要政策成果説明書の５ページ燃料電池関連産業の育成・集積について１点お伺

いします。産学官が協力して知事の公舎の跡地に立派な施設をつくって、燃料電池

は日本を代表するような方向で、渡辺所長も説明のときにかなり力説もしていたわ

けでありますが、その後、余り強力な報告もないわけであります。２４年度につい

ては、この辺については県のほうはどんなふうに捉えておるんですか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 燃料電池の関係でございますけれども、平成２４年度につきま

してはまず燃料電池のタスクフォースを立ち上げまして、現在８社が参画し、専属

のコーディネーターを配置するとともに、やまなし産業支援機構、工業技術センタ
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ーの職員も中に入りまして連携して支援をいたしております。また２４年度から関

連産業の集積・育成支援事業補助金をスタートしましたところ、２社が採択され、

目下、その技術開発あるいは試作品の製作等に取り組んでいるところでございます。 
  以上であります。  
 
浅川委員   燃料電池自動車については国内メーカーが２０１５年に販売を予定していると

聞いております。本施策の主眼である燃料電池関連産業の育成・集積については、

現在どのような進捗が図られているのかお伺いします。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 今年度に入りまして、１つには山梨大学と県内企業との共同研

究につきまして、新たな進展がありました。具体的には、山梨大学に実用化研究ス

ペースを設置しておりますけれども、県内企業が１社追加で入居をいたしたところ

でございます。さらにまた、このスペースには入居はしておりませんが、県内企業

がまた１社、山梨大学のほうと共同研究に着手をいしているところであります。  
  以上であります。  
 
浅川委員   日本を代表する自動車メーカーというのは多分愛知県などに集積していると思

いますが、この分野における産業の育成・集積について、愛知県だとか、静岡県あ

たりの取り組み状況を把握しているのか、お伺いします。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 燃料電池の研究開発につきましては、山梨県以外の先進事例と

言われるところでは福岡県がございます。そちらのほうでは、燃料電池もいろんな

タイプがございますけれども、山梨県の場合は自動車に乗せるような固体高分子型

の研究が中心でありまして、福岡県の場合は家庭用の燃料電池に使うようなタイプ

の研究が中心となっております。  
  以上であります。  
 
浅川委員   先ほどの２社は県内事業者ですか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 研究開発の補助金の２社につきましては、いずれも県内の企業

であります。  
 
浅川委員   当時、県内の何社かが参入しておりましたが、２４年も現在もその当時関連して

いた業者がまだ研究に関連しておりますか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 研究開発の点につきましては、タスクフォースのほうで８社が

当時から研究を進めておりまして、補助金の交付を受けてやっているのは２社とい

うことであります。研究のほうは当初の予定どおり進んでおります。 
  以上であります。  
 
浅川委員   会社名を言っていただけますか。県内の２社を含めて、今、参入しているメーカ

ー、２４年度でいいです。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 補助金のほうの２社は（株）ニステック、（有）イイノステンレ

スでございます。それから、タスクフォースの構成企業につきましては、企業情報

の関係がございまして、オープンにしない取り扱いにしております。 
  以上であります。  
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浅川委員   当時、私の記憶ではＮＥＤＯから年間７億円でしたか、２４年度もそのくらいあ

そこには入っているはずですよね。７年間だか続けてたしかそんなふうに記憶して

いるんですが、２４年度はＮＥＤＯからどのくらいですか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 ＮＥＤＯからの委託を受けているのは７年間で、約７０億円に

なってございますので、一年当たりに直しますと１０億円程度、来ておると思いま

す。  
  以上であります。  
 
浅川委員   ２４年度についてはもう自動車のバッテリーという形に絞り込んだというよう

にお伺いしているわけでありますが、当時も、ちょっと過去にさかのぼるんですが、

研究はここでしてみんな技術がとられちゃうんじゃないかという、かなりそういう

心配もしながら来たんですが、その辺については、今、取り組み状況として、把握

できる範囲で結構ですからお答えください。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 タスクフォースもことしに入って立ち上げたばかりですので、

大きくこれだけというところはまだ見えない状況でございますが、本県の企業の技

術の強みと言えば、機械電子関連の切削、削るとか、研磨、磨くとか、あと精密微

細加工といった分野でございますので、そのあたりの技術を生かせるようなところ

で事業化を目指しております。具体的には燃料電池本体ではなくて、周辺部品への

参入であるとか、また燃料電池の特徴である非常にクリーンであるとか、振動が少

ないというような優位性を生かしながら、新しい製品の研究開発ができればという

ことで今は進めてございます。  
  以上であります。  
 
浅川委員   最後になりますが、せっかく県も挙げたり、これだけ総力を入れているのにもか

かわらず、着地点が見えないようなことは非常に残念でありますし、かなり私も質

問の中でも県内の企業にそういったものを育成するような提案もしてきたわけで

ありますが、その辺の特段の取り組みをお願いをして、答えられるんであったら答

えていただいて質問を終わります。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 先ほど出ました研究開発の取り組みも今年度２年目に入ってお

りまして、今は幾つか交付申請も上がってきてございます。また、ナノセンターの

渡辺先生の御指導をいただきながら、少しでも前へ進化をしていくように補助金を

出すなど、タスクフォースについても前向きに頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  
  以上であります。  
 

（海外でのブランド構築、販路開拓への支援と、ものづくり産業の海外展開の支援

について） 

浅川委員   次に、海外でのブランド構築、販路開拓への支援と、ものづくり産業の海外展開

の支援について、主要施策成果説明書、１６ページについてお伺いします。２つの

施策は海外での販路拡大を目指しているが、それぞれの取り組む内容に違いはある

のか、この点についてはいかがですか。  
 
平井産業労働部次長 今、委員から御指摘がありました１６ページの１番と３番の事業ですけれど

も、私のほうから内容につきましてはお答えをいたします。２つの事業の違いは対

象と目的に違いがございまして、１番の事業のほうにつきましては繊維製品、ワイ
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ン、そういった地場産業の海外展示会への出展ですとか、販路拡大を支援すること

によりまして山梨ブランドの構築を目指すというふうな事業でございます。それに

対しまして３番のものづくり産業のほうでございますけれども、こちらの機械電子

産業といった製造業が展示会で、自社のすぐれた製品ですとか、技術のすばらしさ

を紹介することによりまして、主に成長するアジアの新興国へ進出した企業へ、新

たな取引の拡大を目指すというふうな違いがございます。  
  以上でございます。  
 
浅川委員   これによって商談が成立した成果がありましたら件数と、大まかで結構ですので

内容をお示しください。 
 
平井産業労働部次長 それでは、今の成果のほうでございますけれども、１番の海外でのブランド

展開のほうは私のほうからお答えいたしますが、海外のブランドの構築、販路開拓

に対する支援を昨年度は、ここの中にもありますが５件行いました。それぞれに助

成をしたんですけれども、ニューヨークですとか、パリですとか、ミラノですとか、

そういったところの展示会に出展を行いまして、全体合わせてでございますけれど

も、成果といたしますと、その場と、それから、それ以後の交渉を通じてでござい

ますが、４４件、１ ,０００万円を超える成約が得られたという成果を上げてござ
います。  

 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 ものづくりの産業の関係ですけれども、こちらはまだ事業が緒

についたばかりでございまして、商談の成立実績については非常に限定的でござい

ます。１回だけの出展では成約に結びつくのがまれだという状況であります。  
  以上であります。  
 
浅川委員   県の産業振興ビジョンを踏まえて、県として海外市場獲得を目指す地場中小企業

としてどの業種を捉え、どのように支援・育成するのかお伺いします。  
 
平井産業労働部次長 それでは、海外でのブランド構築のほうは私のほうからお答えいたしますけ

れども、なかなか海外展開といいましても、先ほど申し上げましたように地場中小

企業、地場産業でありますので本当に小さいところが多いものですから、やはり海

外へ進出するに当たりましてはいろいろな難しさがあります。リスクもあります。

そういった面がありますので、私どもといたしますと、まずはそういう成長、そう

いう海外展開を考える企業につきまして専門家による個別相談、こういう課題があ

るとか、こういう問題がありますとか、こういうリスクがありますといったものを

相談に乗るような形で行っているワークショップといったものを実施しておりま

す。それを検討した上で海外の実際の展示会等へ出展する企業に対して支援を行っ

ております。  
  また、そういうふうな格好で最終的にそういう展開をしていくんですけれども、

やはりそのもとになりますものとしては、それぞれの企業が市場獲得を得るために、

それぞれの企業のブランド力、簡単に言いますとデザイン力とか、商品開発力とか

いったものを磨く必要がありますので、そういったものに対しましても例えば職人

ですとか、デザイナーを集めてイタリアのミラノで短期の研修会を行うと、そうい

うものを手がけていくという事業を行ったり、あるいは、都内のクリエーターです

とか、デザイナーを産地のほうへお招きいたしまして、郡内の織物ですとか、甲府

のジュエリーとか、そういうところにお招きして実際に交流をしていただくという

中で、デザイン力とか商品開発というものを身につけたり、一緒にコラボして何か

作品を創出すると、そういうふうな支援をしております。  
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  以上でございます。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 ものづくりの関係につきまして、海外展示会への出展の助成と

か、海外市場に関する情報提供とか、さらには現地のネットワークづくりの支援な

どを行っております。また、４月からジェトロ山梨が開設いたしましたので、その

ネットワークを活用したり、幾つか支援メニューがございますので、そういったも

のをさらに活用していきたいと考えております。  
  以上であります。  
 

（指定管理者制度について） 

山田委員   まず、未収債権対策につきましして先ほど、冒頭、立川課長からお話があったの

で、これで了解をさせていただきたいと思います。  
  次に、指定管理制度についてですが、先ほどの知事政策局のほうでも指定管理の

件については質問させていただきまして、各指定管理を受ける企業についても、今

いわゆる会社法とか、それぞれの法によって決算を公示する、開示するというふう

になっておりますので、我々の委員会にどの指定管理の企業があるのかわかりませ

んので、積極的に委員に決算があればそれを提示してほしいということを申し上げ

ましたら、そのようにするというふうに言われましたので、ぜひ産業労働部関係、

観光部関係も含めてお願いをしたいというふうに思います。  
  それから、もう一点、ちょっと先ほど気になったのは、石原課長の答弁の中で公

益法人なので収支とんとんと。公益法人であってもその中身を我々は決算認定しよ

うとしているので、その点についてどういう趣旨だったのかお聞きしたい。  
 
石原産業政策課長 済みません、先ほどの答弁の中で「公益財団法人であるから」というような趣

旨でお答えをいたしましたが、たまたま結果として公益財団法人でありますので、

多くの収入は得られないという趣旨で答弁を申し上げました。説明が足りませんで

申しわけございませんでした。御理解いただきたいと思います。  
 
山田委員   今後のこともあるからですけど、その収入が多い少ないということの議論でもな

いし、公益財団法人であるかないかについて我々は聞いているわけじゃなくて、そ

の決算がどうやってるかについて我々は認定してきているのでそこを言ったわけ

でありますので、今の答弁ではちょっとまた理解しにくいなと思います。  
 
石原産業政策課長 先ほど部長から答弁いたしましたように、ほかの指定管理施設と違いまして収

入が非常に多いと、納付金をいただいておるということでございまして、維持管理

に必要な所要額、収入・支出を合わせて、それから、先方から入っている使用料、

納付額が毎年１ ,０００万円をいただいておるということで、赤にはなっていない
という状況でございます。  

 
委員長   山田委員の質問と石原課長の答弁が少し食い違ってますので、暫時休憩いたしま

す。  
 

( 休  憩 ) 
 
委員長   再開いたします。  
 
石原産業政策課長 お手間をとらせて申しわけございません。２４年度の決算におきまして正味財

産の残高は４３万８ ,４２１円、また平成２３年度におきましては３４万５ ,９０２
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円、こういうふうな結果が出ております。  
  以上でございます。  
 
山田委員   重ねてになりますが、指定管理者の決算報告については各担当の委員会に開示な

り、注意喚起をしていただくということについてのお答えもあわせていただきたい

と思います。  
 
石原産業政策課長 それぞれ各委員会におきまして、また資料を提示するとともに説明をさせてい

ただきたいと思います。 
  以上でございます。  
 
委員長   暫時休憩いたします。 
 

( 休  憩 ) 
 
委員長   再開いたします。  
 
石原産業政策課長 知事政策局を初め関係機関と協議いたしまして今後検討させていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

（元気産業創出について） 

齋藤委員   まず、元気産業創出について、主要施策の４ページ、産学官の研究開発の推進と

いうことでありますが、この中で事業パートナーの中小企業からニーズの把握をし

たのが８４社あるということでございますが、これはどういう形で、どういう内容

でこの事業を進めてきたのかお伺いします。  
 
平井産業労働部次長 今の委員のお尋ねのものは、それはアンケート調査でございまして、やまな

し産業支援機構が私どもの補助金の中の一部を使いましてアンケート調査を県内

の企業に対して行いました。回収されたのが８４件ということだったと思うんです

けれども、お尋ねしたのは利用したい大学のシーズがあるかですとか、それから、

それ以外に国の助成制度を利用したいかなど、いろいろな内容についてでございま

す。  
 
齋藤委員   製品開発を強化して新分野への進出機会をつくるために、言うなれば産学官が連

携してこの事業を取り組んだということですが、産学官がそれぞれどういう立場で

どういう関係で連携して取り組んだのか、その内容を教えてください。  
 
平井産業労働部次長 産学官連携事業、連携研究といいましてもいろいろな形がございます。県が

主導して行うものとすれば、工業技術センターでは産業界ごとに例えば機械電子で

すとか、プラスチックですとか、あるいは食料品ですとか、懇話会を持っておりま

す。そういう会でいろいろな話をする中で、企業のニーズとか、こういうことをし

たいという話があって始めるものとか、それから、工業技術センターと産業支援機

構が一緒になって企業巡回をやっておりまして、年間で延べ２ ,０００社ぐらい回
っておるんですけど、そういう中でやはり企業からこんなことをやってみたいとい

うふうな課題が出されて、では、やってみましょうというふうなものがあります。

あとは、やはり大学のほうからこういう研究成果がありますけど、シーズという形

で研究成果の発表会みたいなものがありまして、県と共催でことしも９月にベルク

ラシック甲府でやったんですけど、そういったところに企業をお招きして研究成果
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を見ていただく中で、おもしろいと、やってみたいなというような声があれば一緒

に協力するとか、さまざまな形で行ってございます。  
  以上でございます。  
 
齋藤委員   そうすると、この予算はわずか総務費の中に１６万円ぐらいの予算ですが、ほと

んど会合とか、そういう協議会での話し合いに使う予算であったということの理解

でよろしいでしょうか。 
 
平井産業労働部次長 今、委員がお尋ねの１６万円はアンケートに関するものでございます。  
 
齋藤委員   そのアンケートが８４社から回答があったということですが、そのアンケートの

結果、それがどう活用できる方向のアンケートだったのか、その内容を教えてくだ

さい。  
 
平井産業労働部次長 これは本当に例示になってしまいますけど、先ほど申し上げたように１６社

から大学のシーズを利用したいという回答がありまして、まずヒアリングというか、

詳しい内容をお伺いするということから始めております。特にその内容が具体的で

これは大学と橋渡しができるというものにつきましてはその中の９社ぐらいあっ

たんですけれども、それにつきましては希望する大学、これは山梨大学だけではな

くて県外のほかの大学もあるんですが、そういったところも含めてコンタクトをと

って橋渡しを行うというような格好で進めております。  
 
齋藤委員   せっかく調査したことですからしっかり生かされるような形で、やっぱり新産業

の創出ということですから、活用できなければ何もならないので、それは取り組ん

でほしいというふうに思っています。答弁はよろしいです。  
 

（エネルギー政策について） 

  次に、燃料電池のエネルギー政策についてでありますが、先ほどお話もありまし

たが、この産学官が連携して燃料電池の技術の実用化に向けた研究開発や技術相談

の開催等がされたということですが、山梨県内の企業のどんな職種、どんな内容で

この協議会で協議されたのか、それを教えてください。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 タスクフォースには、県内企業８社が参画しております。中心

はものづくりですので機械電子産業の企業の方が入ってございます。職種につきま

しては、そういった産業関係の方、工業技術センターの技術系職員、また研究開発

についてはお金が必要であり、いろんな補助金を使いながらというようなこともご

ざいますので、そこら辺をアドバイスできるようにということで、やまなし産業支

援機構も入ったりして連携して行っております。  
  以上であります。  
 
齋藤委員   それで山梨県内の企業として、一体この燃料電池の関係でどの分野が、どのくら

いの分野を受けられる体制にあるのか。やっぱりさっきの話じゃないですが、せっ

かく開発されたものが大手企業が参入しておりますから、それぞれの地元に持ち帰

られてしまうと何もならなくなってしまうということがあります。ですから、県内

の産業としてどれだけのものが、実際、山梨県内で生産できる技術を持てるのか、

その辺を教えてもらえますか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 やはり本県の強み、技術の得意なところは機械電子産業であり
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まして、削ったり、磨いたり、微細加工したりというようなことでございますので、

燃料電池の本体というよりは、その周辺のところに進んでいくことも必要であると

考えております。さらには燃料電池を使った新しい製品の研究開発というところに

軸足を置いてということを考えております。  
  以上であります。  
 
齋藤委員   山梨県のものづくり産業の中で、その技術がこの燃料電池の生産に実際、生かさ

れる分野がどのくらいあるのかということですが、その点いかがですか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 山梨大学との共同研究の施設がございます。大学のほうでは燃

料電池のコアの部分をやっているわけですけれども、製品としてまとめていくため

には県内企業が有する技術が、必要になっていくと言われておりますので、そうい

った分野で少しでも県内に新産業が起きるようにということで、今一生懸命頑張っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。  
  以上であります。  
 
齋藤委員   実際その技術の実用化に向けて取り組んでいるんだということですから、実際ど

の分野でどれだけのものが山梨県で実用化されて、山梨県のものづくりの技術が生

かされるのかということをはっきり把握しておかなければ、言葉だけで終わってし

まうような気がするんですが、その点、部長どうですか。  
 
矢島産業労働部長 燃料電池の分野につきましては非常に発展可能性があり裾野も広い産業に育ち

得る、そういうものだというふうに思っております。今、御存じのとおり自動車あ

るいはエネファームといったようなところに、燃料電池の技術が使われているとい

うことでございますけれども、これ以外にも可能性が非常にある新しい技術でござ

います。具体的にこういうものがという製品のことは申し上げられませんけれども、

県内の企業もそういった新しい技術を使った新しい製品をつくることを一生懸命

やっております。可能性のあるものが出てきております。そんなことで、燃料電池

本体、またその周辺については可能性があるということで、その可能性が１つでも

実現するように私ども支援しておりますし、近い将来、具体的な成果というものが

出てくるのではないかというふうに期待をしております。また、そのようにしてい

きたいと思っております。  
 
齋藤委員   そういうように将来的に非常に展望のあるものですから、とにかくもう山梨県の

新産業の分野の１つだということでしっかり対策を練って、予算づけをして、産業

として伸ばしてもらいたいというふうに思います。  
  終わります。  
 

（「おもてなしのやまなし観光振興条例」の制定と推進について） 

飯島副委員長   主要施策成果説明書、５２ページが主になりますが、審査意見書ではおもてなし

のやまなし観光振興条例の制定と推進ということで書かせていただきました。横内

知事がトップセールスというのはもう珍しくなくて、もうルーティン化していると

いうことで、とてもいいことだと思います。それはもちろんとにも直さず新しい観

光振興、あるいは観光を中心にして本県を国の内外にセールスしていこうというこ

とであります。平成２３年におもてなし観光振興条例を制定、あるいは、やまなし

観光推進計画の策定がありますが、推進計画は平成２３年から平成３０年まで８年

間の計画で間違いないですか。まずお伺いします。  
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塚原観光企画・ブランド推進課長 委員御指摘のとおりでございます。  
 
飯島副委員長   ２４年度はその２年目ということで、くしくも富士山の世界文化遺産登録があっ

たり、日本で初めての通年の国民文化祭があって、まさにおもてなしを発揮するい

い舞台だったと思いますが、この５２ページにあります２４年度の事業の中でいろ

んな事業をやっていますけれども、この質問書に書かせていただいているとおり主

たるものは、何だったんでしょうか。  
 
塚原観光企画・ブランド推進課長 さまざまな事業に取り組んでおるわけなんですが、まず第１番

目といたしましては、観光客の皆様方と触れ合う機会が一番多い観光事業者を中心

といたしまして、直接こちらから出向きまして条例の説明でありますとか、おもて

なしにつきまして推進をお願いすると、そういうことをさせていただいております。

実績といたしましては昨年度８７カ所に出向きまして、約６ ,９００人の方々に直
接呼びかけをさせていただいております。  

  また、おもてなしの取り組みをみずから宣言していただくという取り組みをして

おりまして、昨年度は富士急グループを初めローソンの全店舗、それから、山梨学

院、峡南高校の生徒さんの皆さん方、それから、八ヶ岳アウトレットの店舗など、

そういう会社であるとか、企業であるとか、それから、生徒さんでありますとか、

個人でありますとか、合わせまして７４８の方々に宣言をしていただいております。

それから、その宣言をしていただいた皆様方には、県が作成いたしましたステッカ

ーでありますとか、プレートを交付いたしまして、見やすいところに掲示をしてい

ただいて、日々のおもてなしの確認をしていただくということとあわせまして、旅

行者の方々にも本県の取り組みをアピールするということをしてございます。  
  もう一つ、３番目なんですけれども、観光事業者とか自治体が行います研修会に、

本県のおもてなしアドバイザーの高野登氏を派遣をいたしまして講演を開くとか、

高野さんにラジオ番組に出演をしていただきまして毎週１回おもてなしの番組を

放送していると、そのようなことをしておりまして、実績でございますが昨年度は

９回の講演会や研修会に高野さんを派遣したということと、ラジオ番組の呼びかけ

は全部で３９回ということで、観光事業者だけではなく広く県民にも呼びかけをさ

せていただいております。  
  以上でございます。  
 
飯島副委員長   この中の施策の細かい御回答をいただきましてありがとうございました。一番最

初にこのやまなし観光推進計画の策定、８年間の中の２４年度は２年目ということ

でありますから、８年間のロングスパンの計画があると思うんですけれども、この

２年目の２４年度はその中で、今、御回答があったさまざまな取り組みは予定どお

りだったのか、また、その結果は予定どおりだったのか、それとも、予定を上回る

ものだったのか、その辺はどうだったんでしょうか。  
 
塚原観光企画・ブランド推進課長 予定をしておりました事業は滞りなく実施をしておるわけです。

その中で例えば高野さんの講演会を聞かれた方でありますとか、そういう方たちか

ら本県の取り組みにつきまして御意見などを伺っております。それによりますと、

県がこういう条例をつくって、県を挙げておもてなしを推進するということは評価

ができるというお答えもございますし、改めてまたおもてなしの大切さがわかった

でありますとか、おもてなしの取り組みは大切だと思っていたけれども、なかなか

身近でそういう取り組みをするのは難しいと、今後もやっていきたいなというお話

もございましたし、今まで地域づくりの中で自分が活動してきたものに、またこの

おもてなしが使えるんではないかなというようなお答えもあり、おおむね前向きか
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つ好意的な御意見をいただいております。  
  また、こういうおもてなしの推進につきまして、いろいろな講演でありますとか、

お話をする中で実は企業とコラボレーションをするような形の取り組みが新たに

始まってございます。これは予定はあまりしてなかったんですが、実は今年度なん

かは日本郵便さんが県内の全店舗、２２０の店舗がおもてなしの宣言をしていただ

いて、それから、配送するバイクであるとか、車であるとか、そういうものにおも

てなしのシールを全部張っていただいたりしています。また、先日、ヤマト運輸さ

んが配送用のボックスに世界遺産の写真を載せるとともに、このおもてなしのロゴ

を掲載していただきました。そのような企業とコラボレーションをしながらおもて

なしを推進すると、そういう新たな取り組みも少しずつ行っているところでござい

ます。  
  以上でございます。  
 
飯島副委員長   要約するとおおむね計画とおりで、しかも予定外の企業ともできたという理解を

しています。あとこの２番目の質問にもう既に答えてくれたのかなと思っているん

ですが、この施策のキーワードは県民総参加でのおもてなしということかなと思っ

ているんですね。その県民総参加というのはもちろん大事でありますが、老若男女

大勢いまして、そのおもてなしに対する理解というのがさまざまで、それはとても

御苦労するところで、それも課題の１つかなと思っているんですけれども、県民総

参加でのおもてなしということに対してこういう施策があるんですけど、どういっ

たことを考えて県民総参加であるという定義で、あと課題はどういうものがありま

したかお答えいただきたいと思います。  
 
塚原観光企画・ブランド推進課長 委員おっしゃるとおり、県民総参加ということで取り組ませて

いただいておるわけなんですけれども、県民全ての方たちに御理解いただくまでに

は、当分時間がかかると思いますけれども、それを地道にこういう取り組みをやっ

ていくということが先決かなと思うんです。あわせまして、おもてなしの心といい

ますか、県外からいらっしゃる方たちに温かい心で接するというソフトの部分、そ

れに、やはりハードの部分もございます。例えばトイレの整備でございますとか、

案内表示の問題でありますとか、それから電線の地中化の問題でありますとか、そ

のような環境面でのおもてなしといいますか、そういう景観づくりもあわせて必要

かなというふうに考えております。このようなおもてなしの機運の醸成とあわせま

して、県民それぞれがおもてなしの実践を促していくというためには、やはりその

地域ごとに推進の核となるそういう人材育成が、今後の課題かなというふうに考え

てございます。  
  以上でございます。  
 
飯島副委員長   ありがとうございました。ここの５２ページのところには書いてないんですけれ

ども、老若男女という意味では子どもも対象にしておもてなしはこういうものだよ

とか、こういうことをしてもらうとうれしいんだよとか、そういうおもてなし体験

談募集を２４年度はしたというんですけど、その辺について少し御説明ください。 
 
塚原観光企画・ブランド推進課長 昨年度、県外からおいでになられた観光客の方に、おもてなし

の体験を募集させていただきました。数多くの応募がございまして、その中から優

秀作品を冊子にまとめまして、こんなおもてなしを受けたというものを冊子にして、

それを観光事業者でありますとか、学校関係者などにお配りして、おもてなしとは

１つの方向だけではなくいろんな方向といいますか、可能性があるということも広

く知っていただくような取り組みをさせていただきました。  
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  以上でございます。  
 
飯島副委員長   それはとても大事だと思いまして、やはり一口におもてなしといってもどういう

ことかと、特に子どもとか理解できない場合があるので、たまたま私これ持ってい

るんですけど、これを配布したという理解ですね。これ見ると本当に例えば東京の

人が小菅に来て道を聞いたら、すごく親切にしてくれてよかったよとかいう実例が

載っています。こういうものをもっと活用して、子どものころからそういう精神を

養うことが大事かなというふうに思っていますので、引き続きお願いしたいと思い

ます。  
  それから、最後ですけれども、なかなか個人差とか地域差がありまして、おもて

なしの浸透というのは難しいと思うんですが、リッツ・カールトンにいた高野さん

の講演会もとても好評だということなんですが、それを聞いて実際身についたのか

どうかということを判断するスケールみたいなもの、何というか、試験じゃないで

すけど、理解度というか、集約度というものが僕は今後必要かなと思うんですが、

２４年度そういうことをしたのかどうか、あるいは、今後もしそういうことに関し

て見解がありましたら、最後の質問ですがお答えいただければというふうに思いま

す。  
 
塚原観光企画・ブランド推進課長 高野登さんの講演、非常に感銘を受ける方が多うございまして、

全国的に活動されている方でございまして、それぞれ府県ごとにやっぱりそういう

おもてなしの関係も含めて、いろんな塾なんかを開いていらっしゃるそうです。そ

れぞれ民間の方たちが主体となって高野登さんを塾長にしながら、いろんなおもて

なしの心でありますとか、そういうものを学んでいこうという動きが出てきており

ます。ただ、山梨県の場合はまだ始まったばっかりなものですから、まだなかなか

そこまでの動きは出てきておりませんけれども、いずれそういう形で民間が動いて

いただければなというふうには考えております。特にことしは富士山の世界遺産で

ございますとか、それから、リニアの実験走行の再開でありますとか、また来年の

春にはＮＨＫの朝ドラマが山梨が舞台になると、そういうことで非常に山梨県注目

を浴びています。こういう機会を捉えましてぜひ山梨県を、日本一のおもてなし県

にしたいということで取り組んでまいりたいと思っています。  
  以上でございます。  
 

（県議会議員の海外視察研修について） 

小越委員   まず最初に、私が違法と認めるというところに、議会の海外視察研修の返還がさ

れてないことを述べておきます。部局審査の中でも確認いたしましたので質問いた

しませんけれども、私はこれについては観光旅行であり、それを３月１９日に地裁

が判決を下しましたので、昨年度のうちに返還するべきだったということで私は違

法ということで、ここに意見書を書かせていただきました。  
 

（新産業の創出、甲府市中心街活性化における具体的な施策の決算と成果について） 
  次に、先ほども記載したんですけれども、昨年度の主要な政策の中で新産業の創

出、人口定住、甲府市中心街活性化のことについて、ここで担当されている新産業

のことと甲府市中心街のことについてお伺いいたします。昨年度、知事の所信表明

の中で新産業の創出を重点にしていくというのがありましたけれども、新産業創出

ということで昨年ここに予算を重点配分した、こういう事業を特段やったというこ

とはどのようなことがあるんでしょうか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 新産業創出に関する具体的な施策ということですけれども、も
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のづくり産業の成長分野への進出を促進するため、県内中小企業が連携して共同事

業体とか、共同受注体を目指す取り組みを支援しようということで、成長分野進出

促進事業を昨年度行いまして、決算額は３７７万４ ,０００円となっております。  
  以上であります。  
 
小越委員   ３７７万４ ,０００円、それはここの主要成果説明書のどこにあるんでしょうか。

ちょっとわかりにくくて、この主要成果説明書の前からずーっとこれが全部産業創

出だといえばそうかもしれませんけれども、数字をぱっと見る限りでは非常に桁が

小さいような気もするんです。今も３７７万円ということになりますと、知事がそ

れをどんどんやろうという割には金額が少ないような気がするんですけど、いかが

でしょうか。  
 
櫻井海外展開・成長分野推進室長 こちらは補正予算で計上したものでございまして、主要施策成

果説明書には掲載がございません。産の６ページをごらんいただきたいと思います。

こちらの下から１０段目ぐらいのところに「成長産業創出支援事業」ということで

３７７万４ ,０００円と記載してございます。  
  以上であります。  
 
小越委員   ３７７万円だけということになりますと、非常にそれで新産業創出にかかわるの

かなというふうに私は思うんです。もっと中小企業の先ほどものづくり、県内の中

小企業を応援するんであれば、もっと予算をいろんなところにとっていくべきだと

思うんですけれども、部局審査のときにもお伺いしましたが、ものづくり産業、こ

の成果説明書３ページのところにありますけど、例えばチャレンジナビゲータの派

遣も緊急雇用でやるとか、本来そこはもっとすべきところで、非常に少ないまま行

っているような気がします。金融のところにお金が来て当然かもしれませんけど、

新産業創出というのであればもっと思い切ってこういうところにお金を使うとい

う方針を私は出すべきだったというふうに思っております。  
  それから、中心市街地の活性化の問題です。成果説明書の２７ページ、中心市街

地の歩行量、通行量、この計算式がちょっとわからないので教えてもらいたいんで

すけど、マイナス４８０.２％というのは考えられない指標になっているんですが、
これについてはどう考えたらよろしいんでしょうか。  

 
立川商業振興金融課長 ただいまの２７ページの成果指標マイナス４８０％ということでございま

すけれども、これにつきましてはここに計算式があるとおり、１７万２ ,０００人
が通行するというのを平成２６年度に目標として掲げ、それを基準年度の２２年１

６万７ ,３９２人から引いたのを分母としておりますので、この分母が４ ,６００人
でございます。現況値のほうは逆に２万２ ,０００人のマイナスになっておりまし
て、２万２，０００対４ ,６００ということで４８０％ということで、目標値と基
準値との差が少なければ少ないだけ、逆に言うと目標を低くしていればこの数値は

どんどんマイナスが大きくなるということになっておりますけれども、実際のとこ

ろ基準値の平成２２年と現況値を比較しますと１３ .２％の減ということでござい
ます。  

 
小越委員   計算式、その目標の立て方がちょっと、辛過ぎたとかで、１３ .２％確かに減っ

ているということなんですけど、昨年度中心市街地の活性化を掲げたという割に、

この次のページのところに３つしかないというか、予算上は２つなくて３つという

ことになりますと、中心市街地の活性化にどのくらい考えてやったのかというのが

疑問に思ってしまうんです。それで今１３ .２％の減少ということになりますと、
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今後も甲府市の中心市街地をやるんだという知事の主要課題がありますけれども、

この３つの指標だけでいくと、特に通行量だけでいきますともっとマイナスになっ

ていくのかなという心配があります。例えば空き店舗の話ですとか、定住人口とか、

そういうところの指標とかいうものはないんでしょうか。  
 
立川商業振興金融課長 こちらの指標につきましては個別の２８ページに実際の事業が幾つかござ

います。それぞれ中心市街地の活性化の促進ですとか、そういったところの表現を

よく検討してまいりたいと思います。  
 
小越委員   表現はともかくですけど、その３つの施策に向かって何をどうしていこうとして

いるのかが、これだけでは余りに展望が見えてこないんです。中心市街地を頑張る

という割にこれだけかというのもあって、この後、では、書き方を変えますといっ

たのでは、中心市街地の活性化にならないと思うんです。中心市街地活性化は主要

の３つの課題の１つですから、今後ももっと力を入れて金もつける、人もつける、

知恵も出すという方向でぜひ取り組んでもらいたいと思います。  
 

（雇用対策について）  
  最後に、雇用の問題です。部局審査のときもお伺いしました。就業体験事業、雇

用対策ですけれども、就業体験事業で７割の方が就職できたという部局審査で答弁

がありますけれども、正社員としてどのくらい就職できたのでしょうか。  
 
半田労政雇用課長 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業によりまして、成果説明書にありますとお

り２ ,３６２名の雇用をいたしました。平成２４年度に終了しました事業で雇用し
ました人数は、そのうち１ ,９４６名となっております。さらにこのうち継続雇用
された者は８７９名、４５ .２％でございます。それから、就職の未定等の者は１ ,
０６７名で５４ .８％となっております。継続雇用された者のうち研修を受け入れ
てくれました企業で、正社員として雇用された者は２２７名、１１ .７％でござい
ます。ちなみに非正規社員として雇用された者は３３０名ということで１７ .０％
になっております。  

  もう一つ、労政雇用課執行分の就業体験事業によりまして雇用された状況でござ

いますけれども、平成２４年度に雇用した人数は３８５名となっております。この

うち正規社員として継続雇用された者は１５２名で３９ .５％、非正規社員として
継続雇用された者は１０３人で２６ .８％となっております。  

 
小越委員   そうしますと、緊急雇用で２ ,３００人、雇用を拡大したと言っておりますけれ

ども、実際のところ継続して働いているのは９００人欠けるくらい、正社員が２０

０人余になる、この１１ .７％というのは１，９４６人に対しての数字だと思うん
ですけど、雇用拡大したといっても正社員じゃない。そして就業体験でも３８５人

に対して大体４割くらいしか正規社員として雇えないということになりますと、雇

用が本当に定着して安定していっているのかと非常に疑問なんです。この２ ,３０
０人ぐらい拡大したというんですけれども、先日の新聞なんかにも非正規労働者が

山梨県は４割ということがありました。例えば非正規労働者から正規の職員に変え

るというような、そういう働きかけの事業は２４年度にどのようなものがあったん

でしょうか。  
 
半田労政雇用課長 ２４年度で非正規労働者から正規労働者への転換につながるような支援事業で

ございますけれども、なかなか企業側が厳しいコストカットの中で、簡単に正規労

働者への転換というのは進まない状況がある中で、県といたしましてもジョブカフ
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ェやまなし求職者総合支援センターにおける適性診断、キャリアカウンセリングを

通じまして就労の支援を行ってきたところであります。また、さまざまな合同就職

面接会などを開催いたしまして、就労機会の提供を行ってまいりました。さらには、

今申し上げました緊急雇用の事業を使いまして雇用の創出を図ってまいりました。

加えて、事業主への支援の制度ということで、国におきましては助成制度がござい

ますので、そういったものの周知・広報を県としても積極的に行ってきたところで

あります。  
  以上でございます。  
 
小越委員   やはりこの書き方の問題ですけど、雇用が２ ,３００人拡大したというよりも、

正社員としてどのくらい定着したかということも含めての実績でないと、２ ,３０
０人くらい新たに雇用が生まれたと、ちょっと誤解を招くというか、数字が違うと

思いますので、私は正規社員として、そしてちゃんと残業代も払ってもらうという、

そこまで確認するような雇用拡大につなげるようにしていただきたいという意見

を申し述べて終わります。  
 

（アイメッセ山梨の駐車場について）  
土橋委員   一番最初の質問で髙野委員の産業支援機構、アイメッセ山梨のところで、質問さ

せていただきます。部長の答弁の中に産業支援機構の事業の中に、指定管理として

あそこからの使用料として１億円くらいの収入がるという話、また、その中の１ ,
０００万円は県がまたいただいているんだよというような話、それはそういう理解

でよろしいんでしょうか。  
 
矢島産業労働部長 そのとおりでございます。 
 
土橋委員   物すごくありがたい話だな、でも、７０億円建設にかけたから前の企業局と同じ

ように、回収に１００年かかるねという話がありましたけど、それは産業支援機構

がいろんな県がやらなければならない事業をかわりにやってもらっているとか、そ

ういうところで使っていただいているんだから問題はないかと思うんですが、産の

５ページにあります「アイメッセ山梨運営費」というところで２５００万円という

お金が出ているわけなんですけど、これについて２ ,２００万円ぐらいは回りの近
隣の駐車場等の借上料だよというような話でしたが、それはそれでまたよろしいん

でしょうか。  
 
石原産業政策課長 そのとおりでございます。 
 
土橋委員   ということになると、ちょっと調べてなくて申しわけないんですけれども、かな

り十何年前にアイメッセがオープンしたときに例えばこの二千何百万円、あと３０

０万円ぐらい違う用途になるかもしれませんが、を払って、幾らで借りているのが

今１０年たって、多少安くなっているんだよとか、借りたままそうなんだよという

話になると、じゃ、返済１００年かかるねという話の中で、１ ,０００万円は県が
もらっているんだけど、二千何百万円というのは、また、１００年間ずーっと払い

続ける地代なのかということがちょっと気になったもんですから、その辺のところ

を教えてください。  
 
矢島産業労働部長 アイメッセの駐車場、当初の取得した敷地では足りない部分がございまして、

周辺の土地を取得するという考えもあったんですが、なかなか地権者との交渉がま

とまらずに借りるという形でやった部分もあると。その部分は県の施設ということ
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でございますので、県のほうでその地代を支払っているということでございますの

で、アイメッセが存続する以上はその費用については支払いを続けるということに

なると思います。  
 
土橋委員   二千何がし払っているんですけど、私あの近くにいるものですからよく見るんで

すけど、本当に使っていることがほとんどないというか、何かの催し物があったと

きだけ、月に１回もあるのかなというようなところだから、駐車場はアイメッセで

しか使ってないと思うんですね。だから、その辺のところを二千幾つがもう何年も

ずっと続いてきていると思うんですけど、改善の余地があるとしたらその辺も少し

は組み入れていったほうがいいんじゃないか。まごまごすると１カ月に一度も使っ

てないような感じも受ける駐車場だと思いますから、その辺のところをお願いしま

す。  
 
矢島産業労働部長 実態はよく調べてみますけれども、聞いたところでは年間の稼働日数が約３５

０日、年末年始を除いてずっとオープンしておりますが、その約半分、５０％、１

７０日余りはあの施設の利用がございまして、駐車場の必要性があるということで

ございます。その催し物が小さい場合もあるかもしれませんので、全部が全部１７

０日が満車ということではないとは思いますけれども、やはり大きな集客をする事

業もたくさんございますので、駐車場の規模としては現在の規模が必要なのかなと

いうふうに思っております。  
  以上です。  
 

以  上  
 

決算特別委員長 桜本 広樹  


